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 この規格は、工業標準化法に基づいて、目本工業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。これによって、JIS Q 14004:1996 は改正され、この規格に置き換えられる。 

 改正に当たっては、日本工業規格と国際規格との対比、国際規格に一致した目本工業規格の作成及び日本工業規格を 

基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために、IS0 14004:2004、nvironmenta1 management systems － 

General guidelines on principles、systems and support techniques を基礎として用いた。 

 

 JIS Q 14004 には、次に示す附属書がある。 

  附属書Ａ（参考）環境マネジメントシステム要素間の対応の例 
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環境マネジメントシステム －  

原則、システム及び支援技法の一般指針 

Environmental management systems－ 
General guidelines on principles、systems and support techniques 

 

序文序文序文序文    

    この規格は、2004 年に第２版として発行された IS0 14004:2004、Environmental management systems－General guidelines 
on principles、systems and support techniquesを翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業

規格である。なお、この規格で点線の下線を施してある箇所は、原国際規格にはない事項である。 

 環境の質を継続的に改善しようとする関心が高まるにつれて、あらゆる種類及び規模の組織が、その活勣、製品及びサ

ービスの環境影響にますます目を向けつつある。組織の環境パフォーマンスは、内部及び外部の利害関係者にとって重要

である。健全な環境パフォーマンスを達成するには、体系的な取組み及び環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の継続的

改善に対する、組織としてのコミットメントが必要である。 

 この規格の一般的な目的は、環境マネジメントシステムを実施又は改善し、それによって環境パフォーマンスを改善し

ようとする組織を支援することである。また、この規格は、持続可能な開発の概念に沿うとともに、多様な文化的、社会

的及び組織上の枠組み、並びにマネジメントの諸システムとも両立可能である。この規格はあらゆる種類、規模及び成熟

度の組織、並びにあらゆる分野及び地理的場所にある組織に使用できる。中小企業（ＳＭＥ）の特殊なニーズを取り入れ、

この規格は中小企業のニーズに合わせ、中小企粟による環境マネジメントシステムの利用を促進している。 

 この規格は、ISO/TC 207ISO/TC 207ISO/TC 207ISO/TC 207 で作成された環境マネジメント規格のシリーズの一部である。 

このシリーズでは、IS0 14001(JIS Q 14001S0 14001(JIS Q 14001S0 14001(JIS Q 14001S0 14001(JIS Q 14001））））だけが、認証／登録又は自己宣言を行うために客観的に監査できる

要求事項を含んでいる。この規格は、環境マネジメントシステムを実施すること及び組織のマネジメント全体との関係強

化を図ることの両方を支援するための例示、説明及び選択肢を含む。この規格による指針は、JIS Q 14001 JIS Q 14001 JIS Q 14001 JIS Q 14001 の環境マ

ネジメントシステムモデルに整合しているが、JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001 の要求事項に関する解釈を行おうとするものではない。 

使いやすくするために、JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001 の 4.4.4.4.の項番号は JIS Q 14004JIS Q 14004JIS Q 14004JIS Q 14004 の番号と同じにしてある。しかし、JIS Q JIS Q JIS Q JIS Q 

14004140041400414004 には JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001 にはない項目があり（例えば、4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.1111、、、、4.3.3.34.3.3.34.3.3.34.3.3.3 など）、効果的な環境マネジメントシステ

ムの実施に関する詳細な又は補足的な手引として役に立つであろう。ISO/TC 207ISO/TC 207ISO/TC 207ISO/TC 207 で作成された規格のシリーズの中に

は、この規格及び JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001 以外にも多数の環境マネジメント規格がある。それらの規格の参照及び説明は、ISOISOISOISO 出

版物である The IS0 14000 Family of International Standards（国際規格 IS0 14000 ファミリー）にある。 

この規格は、環境マネジメントシステムの諸要素を記述し、いかにして環境マネジメントシステムを確立し、実施し、

維持し又は改善するかについての手引を組織に提供する。 

このようなシステムは、環境との相互作用を予測し、特定し、管理し、環境目標を達成し、適用可能な法的要求事項及

び組織が同意するその他の要求事項を継続的に順守することを確実にする組織の能力を大幅に高めることができる。この

規格では全体にわたって、分かりやすくするために、例示及び取組みを紹介している。それらは唯一の可能性を示そうと

いうわけでもなければ、それらがどの組織にも必ず合致するというわけでもない。環境マネジメントシステムの設計及び

実施又は改善にあたって、組織は自らの状況に適した取組みを選択するとよい。環境マネジメントは、組織のマネジメン

トシステム全体に不可欠な部分である。 

環境マネジメントシステムの設計は、継続する相互に作用しあうプロセスである。環境方針、目的及び目標を実施する

ための、体制、責任、慣行、手順、プロセス及び資源は、他の領域（例えば、運営、財務、品質、労働安全衛生）におけ

る既存の取組みとの間で調整することができる。 

この規格を読みやすく理解しやすくするために、実践の手引及び一般の手引が本文とは分けられ四角の枠内に示されて

いる。環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し又は改善する管理者にとってかぎ（鍵）となる作業は、 

次のような必要事項を含む。 

一 環境マネジメントが組織の最優先事項の一つであると認識する。 

一 内部及び外部の利害関係者とのコミュニケーション及び建設的な関係を確立し、維持する。 

一 組織の活勣、製品及びサービスにかかわる環境側面を特定する。 

一 組織の環境側面に関係する法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を特定ずる。 

一 説明責任及び実行責任を明確に割り当てることによって、経営層、及び組織で働く又は組織のために働くすべての 

人々を環境の保全に確実に関与させる。 

一 製品又はサービスのライフサイクルを通じた環境計画を奨励する。 



一 環境目的及び目標を達成するためのプロセスを確立する。 

一 適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を順守し、継続的に環境目的及び目標を達成する 

ように、教育訓練を含めて、適切かつ十分な資源を提供する。 

一 組織の環境方針、目的及び目標に照らして環境パフォーマンスを評価し、必要に応じて改善を進める。 

一 環境マネジメントシステムの監査及びレビューを行い、システム及びその結果としての環境パフォーマンスを改善

する機会を見出すための経営管理上のプロセスを確立する。 

一 請負者及び供給者に環境マネジメントシステムを確立するように奨励する。 

 

組織は、この規格又は関係する JISJISJISJIS 又は ISOISOISOISO 文書を様々な方法で利用してもよい。それには次を含む。 

一 この規格が自己宣言又はその他の適合性評価の目的ではないことを認識したうえで、環境マネジメントシステムの

確立、実施、維持又は改善の手引として。 

一 環境マネジメントシステムの実施又は改善を支援するものとして。 

 

方法の選択に当たっては、次のような要因が考慮される。 

一 組織の目指すところ 

一 組織のマネジメントシステムの成熟度（すなわち、組織が環境問題を容易に取り込めるようになっているマネジ 

メントシステムを導人しているか） 

一 市場での組織の現在及び今後期待する位置、評判、対外関係、及び利害関係者の見解などの要因によって決定され

る、可能性のある有利性及び非有利性 

一 組織の規模 

 

 効果的な環境マネジメントシステムは、組織が、その活動、製品及びサービスの環境への悪影響を回避し、低減し又は

抑制することを助け、適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項への順守を達成し、環境パフォー 

マンスを継続的に改善する手助けとなる。 

 環境マネジメントシステムをもつことは、組織が利害関係者に対して次の事項を保証する助けとなる。 

一 経営者コミットメントが存在し、方針、目的及び目標の規定を満たしている。 

一 予防を重視している。 

一 妥当な配慮及び規制の順守の証拠を示すことができる。 

一 システム設計に継続的改善のプロセスを取り入れている。 

 経済的利益が環境マネジメントシステムを実施することによって得られる。マネジメントシステムに環境マネジメン 

トシステムを組み入れる組織は、経済的な利害と環境上の利害とを均衡させ、統合するための枠組みをもつ。 

組織にとっての健全な環境マネジメントの価値を利害関係者に示すことも経済的利益の一つであることが分かる。また、

環境マネジメントシステムは、環境目的及び目標を特定の財務的な成果と結びつける機会、並びにそれによって財務及び

環境の両面で最大の利益が得られるように資源を確実に配分する機会を組織に与える。環境マネジメントシステムを実施

している組織は、顕著な競争上の優位性を獲得することができる。 

 環境パフォーマンスの改善に加えて、効果的な環境マネジメントシステムに伴う潜在的な利益には、 

次の事項が含まれる。 

一 実証可能な環境マネジメントヘのコミットメントを顧客に保証すること 

一 一般の人々、又は地域社会と良好な関係を維持すること 

一 投資家の基準を満たし、資金調達を改善すること 

一 妥当なコストで保険がかけられること 

一 イメージ及び市場占有率を高めること 

一 原価管理を改善すること 

一 責任問題に至る出来事を減らすこと 

一 投入原材料及びエネルギーを節約すること 

一 許認可の取得を容易にし、その要求事項を満たすこと 

一 供給者、請負者及び組織で働く又は組織のために働くすべての人の間で環境上の自覚を促進すること 

一 環境問題の解決策についてその開発を促進し共有すること 

一 産業界と政府間の関係を改善すること 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.1.1. 適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲    

 この規格は、環境マネジメントシステムの確立、実施、維持及び改善、並びに他のマネジメントシステムとの調整に 

関する手引を提供する。 

参考参考参考参考 このシステムは労働安全衛生問題を管理することを意図したものではないが、組織が統合的な環境及び労働安全 

衛生マネジメントシステムの実施を求めている場合は、それを含めてもよい。 

 

この規格の指針は、規模、種類、立地又は成熟度を問わず、どのような組織にも適用可能である。この規格の指針は、

JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001 環境マネジメントシステムモデルと整合してはいるが、JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001:2004 の要求事項の解釈の提供

を意図したものではない。 

備考備考備考備考 この規格の対応国際規格を、次に示す。なお、対応の程度を表す記号は、ISO/IEC Guide 21ISO/IEC Guide 21ISO/IEC Guide 21ISO/IEC Guide 21 に基づき、 

IDT(一致している)、MOD(修正している)、NEQ(同等でない)とする。 

IS0 14004:2004、Environmental management systems － General guidelines on principles、systems and support 
techniques (IDT) 

 

2.2.2.2.    引用規格引用規格引用規格引用規格    

 引用規格はない。この項は、旧版（JIS Q 14004JIS Q 14004JIS Q 14004JIS Q 14004:1996）と項番号を一致させておくためにある。 

 

３３３３．．．．用語及用語及用語及用語及びびびび定義定義定義定義    

 この文書には、次の用語と定義を適用する。 

3.13.13.13.1 監査員監査員監査員監査員（auditor） 

監査を行う力量をもった人。［JIS Q 9000:2000、3.9.93.9.93.9.93.9.9］ 

 

3.23.23.23.2 継続的改善継続的改善継続的改善継続的改善（continual improvement） 

組織組織組織組織（3.20）の環境方針環境方針環境方針環境方針（3.13）と整合して全体的な環境環境環境環境パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス（3.11）の改善を達成するため

に環境環境環境環境マネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステム（3.9）を向上させる繰り返しのプロセス。 

 参考参考参考参考 このプロセスはすべての活動分野で同時に進める必要はない。 

［JIS Q 14001:2004、3333、、、、2222］ 

 

3.33.33.33.3 修正修正修正修正（correction） 

 検出された不適合不適合不適合不適合（3.18）を除去するための処置。 

  参考参考参考参考 JIS Q 9000JIS Q 9000JIS Q 9000JIS Q 9000:2000、3.6.63.6.63.6.63.6.6 から部分的に採用。 

 

3.43.43.43.4 是是是是正処置正処置正処置正処置（corrective action） 

 検出された不適合不適合不適合不適合（3.18）の原因を除去するための処置。［JIS Q 14001:2004、3.33.33.33.3］ 

 

3.53.53.53.5 文書文書文書文書（document） 

 情報及びそれを保持する謀体。 

  参考参考参考参考 1.1.1.1.    媒体としては、紙、磁気、電子式若しくは光学式コンピューターデイスク、写真若しくはマスター

サンプル、又はこれらの組合せがあり得る。 

参考参考参考参考 2.2.2.2. JIS Q 9000JIS Q 9000JIS Q 9000JIS Q 9000:2000、3.7.23.7.23.7.23.7.2 から部分的に採用。 

［JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001:2004、3.43.43.43.4］ 

 

3.63.63.63.6 環境環境環境環境（environment） 

大気、水、土地、天然資源、櫨物、動物、人及びそれらの祖互関係を含む、組織組織組織組織（3.20）の活動をとりまくもの。 

参考参考参考参考 ここでいうとりまくものとは、組織組織組織組織（3.20）内から地球規模のシステムにまで及ぶ。 

［JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001:2004、3.53.53.53.5］ 

 

3.73.73.73.7 環境側面環境側面環境側面環境側面（environment aspect） 

 環境環境環境環境（3.6）と相互に作用する可能性のある、組織組織組織組織（3.20）の括動又は製品又はサービスの要素。 

  参考参考参考参考 著しい環境側面は、著しい環境影響環境影響環境影響環境影響（3.8）を与えるか又は与える可能性がある。 

［JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001:2004、3333.6.6.6.6］ 

 

3.83.83.83.8 環境影響環境影響環境影響環境影響（environment impact） 

有害か有益かを問わず、全体的に又は部分的に組織組織組織組織（3.20）の環境側面環境側面環境側面環境側面（3.7）から生じる、環境環境環境環境（3.6）に

対するあらゆる変化。［JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001:2004、3.7］ 



 

3.93.93.93.9 環境環境環境環境マネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステム（environment management system、 EMS） 

 組織組織組織組織（3.2Q）のマネジメ=ントシステムの一部で、環境方針環境方針環境方針環境方針（3.13）を策定し、実施し、環境側面環境側面環境側面環境側面（3.7）を

管理するために用いられるもの。 

参考参考参考参考 1.1.1.1.    マネジメントシステムは、方針及び目的を定め、その目的を達成するために用いられる相互に 

関連する要素の集まりである。 

参考参考参考参考 2.2.2.2. マネジメントシステムには、組織の体制、計画活動、責任、慣行、手順手順手順手順（3.23）、プロセス及び 

資源を含む。 

［JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001:2004、3.83.83.83.8］ 

 

3.103.103.103.10     環境目的環境目的環境目的環境目的（environment objective） 

 組織組織組織組織（3.20）が達成を目指して自ら設定する、環境方針環境方針環境方針環境方針（3.13）と整合する全般的な環境の到達点。 

［JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001:2004、3.93.93.93.9］ 

 

3.113.113.113.11     環境環境環境環境パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス（environment performance） 

 組織組織組織組織（3.20）の環境側面環境側面環境側面環境側面（3.7）についてのその組織のマネジメントの測定可能な結果。 

参考参考参考参考 環境環境環境環境マネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステムマネジメントシステム（3.9）では、結果は、組織組織組織組織（3.20）の環境方針環境方針環境方針環境方針（3.13）、環境目的環境目的環境目的環境目的（3.10）、

環境目標環境目標環境目標環境目標（3.14）及びその他の環境パフォーマンス要求事項に対応して測定可能である。 

［JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001:2004、3.103.103.103.10］ 

 

3.123.123.123.12     環境環境環境環境パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス指標指標指標指標（environmental performance indicator、 EPI） 

組織組織組織組織（3.20）の環境環境環境環境パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス（3.11）についての情報を提供する特定の表現。 

［JIS Q 14031JIS Q 14031JIS Q 14031JIS Q 14031:2000、2.102.102.102.10］ 

 

3.133.133.133.13     環境方針環境方針環境方針環境方針（environment policy） 

 トップマネジメントによって正式に表明された、環境環境環境環境パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス（3.11）に関する組織組織組織組織（3.20）の 

全体的な意図及び方向付け。 

参考参考参考参考 環境方針は、行勣のための枠組み、並びに環境目的環境目的環境目的環境目的（3.10）及び環境目標環境目標環境目標環境目標（3.14）を設定するため

の枠組みを提供する。 

［JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001:2004、3.113.113.113.11］ 

 

3.143.143.143.14     環境目標環境目標環境目標環境目標（environment target） 

 環境環境環境環境目的目的目的目的（3.10）から導かれ、その目的を達成するために目的に合わせて設定される詳細なパフォーマン

ス要求事項で、組織組織組織組織（3.20）又はその一部に適用されるもの。 

［JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001:2004、3.123.123.123.12］ 

 

3.153.153.153.15     利害関係者利害関係者利害関係者利害関係者（interested party） 

 組織組織組織組織（3.20）の環境環境環境環境パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス（3.11）に関心をもつか又はその影響を受ける人又はグループ。 

［JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001:2004、3.133.133.133.13］ 

 

3.163.163.163.16     内部監査内部監査内部監査内部監査（internal audit） 

 組織組織組織組織（3.20）が定めた環境マネジメントシステム監査基準が満たされている程度を判定するために、 

監査証拠を収巣し、それを客観的に評価するための体系的で、独立し、文書化されたプロセス。 

  参考参考参考参考 多くの場合、特に中小規模の組織の場合は、独立性は、監査の対象となる活勣に関する責任を負って

いないことで実証することができる。 

［JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001:2004、3.143.143.143.14］ 

 

3333、、、、17171717    マネジメントパフォーマンスマネジメントパフォーマンスマネジメントパフォーマンスマネジメントパフォーマンス指標指標指標指標（management performance indicator、 MPI） 

 組織組織組織組織（3.20）の環境環境環境環境パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス（3.11）に影響を及ぼす、様々な経営取組みについての情報を 

提供する、環境環境環境環境パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス指標指標指標指標（3.12）。［JIS Q 14031JIS Q 14031JIS Q 14031JIS Q 14031:2000、2.10.12.10.12.10.12.10.1］ 

 

3.183.183.183.18    不適合不適合不適合不適合（nonconformity） 

要求事項を満たしていないこと。［JIS Q 9000JIS Q 9000JIS Q 9000JIS Q 9000:2000、3333、、、、6.26.26.26.2］ 

 

3.193.193.193.19     操業操業操業操業パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス指標指標指標指標（operational performance indicator、 0PI） 



 組織組織組織組織（3.20）の操業における環境環境環境環境パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス（3.11）ついての情報を提供する、環境環境環境環境パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス    

指標指標指標指標（3.12）。［JIS Q 14031JIS Q 14031JIS Q 14031JIS Q 14031:2000、 2.10.22.10.22.10.22.10.2］ 

 

3.203.203.203.20     組織組織組織組織（organization） 

法人か否か、公的か私的かを問わず、独自の機能及び管理体制をもつ、企業、会社、事業所、官公庁 

若しくは協会、又はその一部若しくは結合体。 

参考参考参考参考 複数の事業単位をもつ組織の場合には、単一の事業単位を一つの組織と定義してもよい。 

［JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001:2004、3.163.163.163.16］ 

 

3.213.213.213.21     予防処置予防処置予防処置予防処置（preventive action） 

  起こり得る不適合不適合不適合不適合（3.18）の原因を除去するための処置。［JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001:2004、3.173.173.173.17］ 

 

3.223.223.223.22     汚染汚染汚染汚染のののの予防予防予防予防（prevention of pollution） 

 有害な環境影響環境影響環境影響環境影響（3.8）を低減するために、あらゆる、種類の汚染物質又は廃棄物の発生、排出、放出を 

回避し、低減し、管理するためのプロセス、操作、技法、材料、製品、サービス又はエネルギーを（個別に 

又は組み合わせて）採用すること。 

参考参考参考参考 汚染の予防には、発生源の低減又は排除、プロセス、製品又はサ－ピスの変更、資源の効率的使用、

代替材料及び代替エネルギーの利用、再利用、回収、リサイクル、再生、処理などがある。 

［JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001:2004、3.183.183.183.18］ 

 

3.233.233.233.23     手順手順手順手順（procedure） 

 活動又はプロセスを実行するために規定された方法｡ 

参考参考参考参考 1.1.1.1. 手順は文書化することもあり、しないこともある。 

参考参考参考参考 2.2.2.2. JIS Q 9000JIS Q 9000JIS Q 9000JIS Q 9000:2000、 3.4.53.4.53.4.53.4.5 から部分的に採用。 

［JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001:2004、    3.193.193.193.19］ 

 

3.243.243.243.24     記録記録記録記録（record） 

達成した結果を記述した、又は実施した活動の証拠を提供する文書文書文書文書（3.5）。 

参考参考参考参考 JIS Q 9000JIS Q 9000JIS Q 9000JIS Q 9000:2000、 3.7.63.7.63.7.63.7.6 から部分的に採用。 

［JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001JIS Q 14001:2004、3333、、、、20202020］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４４４４．．．．環境環境環境環境マネジメントシステムのマネジメントシステムのマネジメントシステムのマネジメントシステムの要素要素要素要素    

4.14.14.14.1    一般一般一般一般    

4.1.14.1.14.1.14.1.1 環境環境環境環境マネジメントシステムモデルマネジメントシステムモデルマネジメントシステムモデルマネジメントシステムモデル    

 この規格で説明される環境マネジメントシステムは、“Plan-Do-Check-Act(PDCA)”マネジメントモデルに従う。 

環境マネジメントシステムモデル及び継続的改善プロセスを、図１に示す。 

PDCA モデルの詳細については、実銭実銭実銭実銭のののの手引手引手引手引――――環境環境環境環境マネジメントシステムモデルマネジメントシステムモデルマネジメントシステムモデルマネジメントシステムモデルを参照。 

 

継続的改善

マネジメント

レビュー

環境方針

計 画

点 検

実施及び運用

 

 

図１ この規格の環境マネジメントシステムモデル 

 

 環境マネジメントシステムは組織化の枠組みであるとみなすことが最も適切であり、この枠組みは、内部及び外部要因

の変化に対応して組織の環境マネジメントに効果的な方向を与えるために、継続的に監視され、定期的にレビューされる

とよい。組織内のすべての階層が、適宜、環境のための改善を行う責任を受け入れるとよい。 

 環境マネジメントシステムを初めて確立しようとするとき、組織は、例えば、主として著しい環境側面に関係する当面

のコスト削減又は規制順守に的を絞ることによって、目に見える利益があるところから始めるとよい。環境マネジメント

システムの形が整えられるに従って、手順、実施計画及び技術は環境パフォーマンスを更に改善するように整備されるこ

とがある。環境マネジメントシステムが成熟するに従って、すべての事業上の決定に環境配慮を及ぼすことができるよう

になる。 

 

 

 



    

    

4.1.24.1.24.1.24.1.2    トップマネジメントのコミットメントトップマネジメントのコミットメントトップマネジメントのコミットメントトップマネジメントのコミットメント及及及及びリーダーシップびリーダーシップびリーダーシップびリーダーシップ    

 成功を確実にするために、環境マネジメントシステムを確立し又は改善する初期段階には、組織の活動、製品及びサー

ビスの環境マネジメントを改善する旨の、組織のトップマネジメントのコミットメントを得ることが必要である。トップ

マネジメントの継続的なコミットメント及びリーダーシップが決定的に重要である。環境マネジメントシステムによって

避けることができる課題とともに、環境マネジメントシステムがもたらす利点を明らかにすることは、トップマネジメン

トのコミットメント及びリーダーシップを確かなものにするのに役立つであろう。 

 

4.1.34.1.34.1.34.1.3    環境環境環境環境マネジメントシステムのマネジメントシステムのマネジメントシステムのマネジメントシステムの適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲    

    トップマネジメントは、組織の環境マネジメントシステムの適用範囲を定める必要がある。すなわち、トップマネジメ

ントは、環境マネジメントシステムが適用される組織の境界を定めるとよい。 

環境マネジメントシステムの適用範囲が定まれば、定められた適用範囲内にある組織のすべての活勣、製品及びサービ

スを環境マネジメントシステムに含めるとよい。 

 

4.1.44.1.44.1.44.1.4    初期環境初期環境初期環境初期環境レビューレビューレビューレビュー 

既存の環境マネジメントシステムをもたない組織は、レビューを手段として、環境に関する組織の 

現状を評価するとよい。このレビューのねらいは、環境マネジメントシステムを確立する基礎として、組織の活勤、製品

及びサービスの環境側面を考慮することにある。既に環境マネジメントシステムをもつ組織は、このようなレビューを 

実践実践実践実践のののの手引手引手引手引－－－－環境環境環境環境マネジメントシステムモデルマネジメントシステムモデルマネジメントシステムモデルマネジメントシステムモデル    

PDCA は、環境マネジメントシステムに対するトップマネジメントのリーダーシップ及びコミットメントに基づいて、

組織がその環境方針（4.24.24.24.2 参照）を確立し、実施し、維持することができるようにする継続的な繰り返しのプロセスで 

ある（4.1.24.1.24.1.24.1.2 参照）。環境に関して組織の現状を評価（4.1.44.1.44.1.44.1.4 参照）した後の継続的プロセスのステップは次のようにな

る。 

a）PlanPlanPlanPlan：継続的な計画のプロセス（4.34.34.34.3 参照）を確立する。これによって、組織は次の事項ができるようになる。 

 1）環境側面及びそれに伴う環境影響を特定する（4.3.14.3.14.3.14.3.1 参照）。 

 2）適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を特定し、監視し、 

適宜内部パフォーマンス基準を設定する（4.3.24.3.24.3.24.3.2 参照）。 

 3）環境目的及び目標を定め、それを達成するための実施計画を作成する 

（4.3.3.14.3.3.14.3.3.14.3.3.1 及び 4.3.3.24.3.3.24.3.3.24.3.3.2 参照）。 

 4）パフォーマンス指標を開発し、使用する（4.3.3.34.3.3.34.3.3.34.3.3.3 参照）。 

 

b）DoDoDoDo：環境マネジメントシステムを実施し、運用する（4.44.44.44.4 参照）。 

 1）マネジメント体制を作り、適切な権限をもつ役割及び責任を割り当てる。 

 2）適切な資源を提供する（4.4.14.4.14.4.14.4.1 参照）。 

 3）組織で働く又は組織のために働く人の教育訓練を実施し、自覚及び力量を確実にする 

（4.4.24.4.24.4.24.4.2 参照）。 

 4）内部及び外部コミュニケーションのためのプロセスを確立する（4.4.34.4.34.4.34.4.3 参照）。 

 5）文書類を確立し、維持する（4.4.44.4.44.4.44.4.4 参照）。 

 6）文書管理を確立し、実施する（4444.4.5.4.5.4.5.4.5 参照）。 

 7）運用管理を確立し、維持する（4.4.64.4.64.4.64.4.6 参照）。 

 8）緊急時への準備及び対応を確実にする（4.4.74.4.74.4.74.4.7 参照）。 

 

c）CheckCheckCheckCheck:環境マネジメントシステムプロセスを評価する（4.54.54.54.5 参照）。 

 1）継続的な監視及び測定を実施する（4.5.14.5.14.5.14.5.1 参照）。 

 2）順守の状況を評価する（4.5.24.5.24.5.24.5.2 参照）。 

 3）不適合を特定し、是正処置及び予防処置をとる（4.5.34.5.34.5.34.5.3 参照）。 

 4）記録を管理する（4.5.44.5.44.5.44.5.4 参照）。 

 5）定期的に内部監査を実施する（4.5.54.5.54.5.54.5.5 参照）。 

 

d）ActActActAct:環境マネジメントシステムを改善するためにレビューし、処置をとる（4.64.64.64.6 参照）。 

 1）適切な間隔で環境マネジメントシステムのマネジメントレビューを実施する（4.6.14.6.14.6.14.6.1 参照）。 

 2）改善に関する領域を特定する（4.6.24.6.24.6.24.6.2 参照）。 

 この継続的なプロセスによって、組織は、その環境マネジメントシステム及び環境パフォーマンス全体を継続的に 

改善することができるようになる。 

 



実施する必要はないかもしれないが、レビューを実施すれば、環境マネジメントシステムの改善に役立つこともある。 

レビューは、次の四つのかぎ（鍵）となる分野を含むとよい。 

a）通常の操業状況、立ち上げ及び停止を含む非通常の状況、緊急事態及び事故などに伴うものを 

含む、環境側面の特定 

b）適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項の特定 

c）調達及び契約活動に伴うものを含む、既存の環境マネジメントの慣行及び手順の検討 

d）過去に発生した緊急事態及び事故の評価 

レビューでは、次のような事項を考慮することがある。 

一 次の事項と比較したパフォーマンスの評価：適用可能な内部基準、外部標準、規制、行勣規範、並びに一連の 

原則及び指針 

一 コスト削減の機会を含む、競争上の優位性を得るための機会 

一 利害関係者の見解 

一 環境パフォーマンスを実現又は阻害する可能性のある、組織のその他のシステム 

 

レビューの結果は、環境マネジメントシステムの適用範囲を設定すること、環境方針を策定し又は向上させること、 

環境目的及び目標を設定すること、適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項への順守を維持する 

ための取組みの有効性を判定することなどにおいて、組織を支援するために利用することができる。 

実践実践実践実践のののの手引手引手引手引－－－－初期環境初期環境初期環境初期環境レビューレビューレビューレビュー    

 既存の環境マネジメントの慣行及び手順の検討に利用できる方法には、次のようなものがある。 

a）現在及び過去の、組織の活動、製品及びサーピスの適用範囲を決定するための、現在組織で働く若しくは 

組織のために働く人、又は過去に働いていた人との面談 

b）苦情、適用可能な法的要求事項又は組織が同意するその他の要求事項、過去の環境又は関連する出来事及び 

事故などを含む、組織の利害関係者との間で交わされた内部及び外部コミュニケーションの評価 

c）次のような、現行のマネジメントの慣行に関する情報の収集 

 1）危険な化学薬品の購入に関するプロセス管理 

 2）ｲﾋ学薬品の保管及び取扱い（例えば、二次格納施設、配合が禁じられる化学薬品の管理、保管） 

 3）漏えい（洩）排出物の管理 

 4）廃棄物処理方法 

 5）緊急事態への準備及び対応機器 

 6）資源の利用（例えば、勤務時間以後の事務所照明の使用） 

 7）工事中の植物及び生息環境の保護 

 8）プロセスの一時的な変更（例えば、水への肥料の放出に影響する輪作パターンの変更） 

 9）環境上の教育訓練実施計画 

 10）運用管理手順のレピュー及び承認プロセス 

 11）監視記録の完全さ及び／又は履歴記録検索のしやすさ 

 レビューは、組織の活動、製品及びサーピスの性質に応じて、チェックリスト、プロセスフローチャート、面談、 

直接的な検査、過去及び現在の測定、前回までの監査の結果又その他のレビュｰを用いて行うことができる。 

レビューの結果は、適用範囲を定め、環境方針を含めて組織の環境マネジメントシステムを確立し又は強化することに

役立つように文書化しておくとよい。 

 

 

4.24.24.24.2    環境方針環境方針環境方針環境方針    

 環境方針は、組織の行動の原則を催立する。それは、組織に要求される環境責任及びパフォーマンスの水準を定めるも

ので、これに照らしてその後のすべての行動が判断されることになる。方針は、組織の活動、製品及びサービス（環境マ

ネジメントシステムの定められた適用範囲内）の環境影響に対して適切であり、目的及び目標の設定の手引となるとよい。 

政府、業界団体、市民グループを含む数多くの国際組織が、指導原則を作成している。そのような指導原則は、組織が環

境へのコミットメントの全体的な適用範囲を定める助けとなる。また、それらは、異なる組織に共通した一連の価値を与え

るのに役立つ。環境方針は、それを策定する組織と同様に個別的であるが、これらのような指導原則は組織が環境方針を策

定する際に参考となる｡環境方針を設定する責任は、組織のトップマネジメントにある。環境方針は、組織のその他の方針

文書に含まれたり、関係付けられることがある。組織の経営層は、方針を実施し、方針の策定及び修正へのインプットを提

供する責任がある。 

方針は、組織で働く又は組織のために働くすべての人に伝えるとよい。さらに、方針は一般の人が入手可能であるとよい

（外部コミュニケーション方法については、4.4.3.24.4.3.24.4.3.24.4.3.2 を参照）。 

環境方針を策定する際、組織は次の事項を考慮するとよい。 

a）使命、ビジョン、中心的な価値及び信条 

b）組織のその他の方針（例えば、品質、労働安全衛生）との調整 

c）利害関係者の要求事項及び利害関係者とのコミュニケーション 



d）指導原則 

e）特定の地方又は地域の条件 

f）継続的改善及び汚染の予防に関するコミットメント 

g）法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を順守するコミットメント 

 

 

実践実践実践実践のののの手引手引手引手引－－－－環境方針環境方針環境方針環境方針    

環境方針は、組織の環境マネジメントシステムの定められた適用範囲内のすべての活動、製品及びサービスが、環境へ

の影響の原因となる可能性があることを反映しているとよい。 

したがって、方針で対処する事項は、組織の性質に依存する。方針では、とりわけ次の事項に関するコミットメントに

言及するとよい。 

a）環境側面に関係する適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を順守する、あるいはそれを 

超えることをする。 

b）汚染を予防する（実践実践実践実践のののの手引一汚染手引一汚染手引一汚染手引一汚染のののの予防予防予防予防を参照） 

c）環境パフォーマンス評価手順及びそれに伴う指標の開発を通じて、継続的改善を達成する。 

 

方針には、以上のほか、次のようなコミットメントを含むことがある。 

d）環境マネジメントの手順及び計画の統合的な利用を通じて、新規開発による著しい有害な環境影響を最小にする。 

e）環境側面を考慮に入れて製品を設計する。 

f）環境マネジメントの分野で先頭に立つ例を示す。 

 

 

実践実践実践実践のののの手引手引手引手引－－－－汚染汚染汚染汚染のののの予防予防予防予防    

汚染の予防は、新しい製品及びサービスの設計・開発、並びにそれに伴うプロセスの開発に組み込むことができる。 

このような戦略をとれば、例えば、組織が製品及びサービスに伴う資源を保全し、廃棄物及び放出物を低減することに 

役立つ（製品設計の概念及び実作業に関する手引は TR Q 0007TR Q 0007TR Q 0007TR Q 0007 にある）。 

発生源の低減は、廃棄物及び放出物の生成を回避すると同時に、資源を節約するという二重の利点をもつので、最も 

有効な方法となることが多い。しかし、状況や組織によっては、発生源の低減による汚染の予防が現実的ではないことも

ある。組織は、汚染の予防の取組みを段階的に行うように考盧するとよい。このような段階的な取組みは、発生源での 

汚染の予防を最優先とするとよく、次のように構成することができる。 

a）発生源の低減又は排除 

（環境に健全な設計開発、材料の代替使用、プロセス、製品又は技術の変更、並びにエネルギー及び 

物質資源の効率的な使用及び節釣を含む） 

b）内部での再利用又はリサイクル（プロセス又は施設内での材料の再利用又はリサイクル） 

c）外部での再利用又はリサイクル（再利用又はリサイクルのための、材料の敷地外への移転） 

d）回収及び処理 

（敷地内外での廃棄物の流れからの回収、環境影響を低減するための、敷地内外での放出物、排出物又は 

廃棄物の処理） 

e）許可されている場合には、焼却又は管理されている処分などの管理方式。ただし、組織はこれ以外の選択肢を 

十分に考慮してから、このような方法を用いるとよい。 

 

 

4.34.34.34.3    計画計画計画計画    

一般的一般的一般的一般的なななな手引手引手引手引－－－－計画計画計画計画    

 計画は、組織の環境方針の十分な達成、その環境マネジメントシステムの確立、実施、及び維持のために不可欠である。

組織は、次の要素を含む計画プロセスをもつとよい。 

a）環境側面の特定及びその中で著しいとされる環境側面の決定 

b）適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項の特定 

c）適切な場合、内部パフォーマンス基準の設定 

d）目的及び目標の設定、及びそれを達成するための実施計画の確立 

  

このような計画プロセスがあれば、組織は、その目標の達成に最も重要な領域に資源を集中しやすくなる。計画プロセ

スで作り出される情報は、教育訓練、運用管理、監視及び測定のような環境マネジメントシステムの他の部分の確立及び

改善にも利用することができる。 

 計画は継続的なプロセスである。これは、状況の変化、並びに環境マネジメントシステムそのもののインプット及びア

ウトプットに基づいて、環境マネジメントシステムの要素の確立及び実施の、並びに維持及び改善のいずれにも利用され



る。計画プロセスの一部として、組織は、方針コミットメント、目的及び目標、並びにその他のパフォーマンス基準の達

成に関して、そのパフォーマンスをどのように測定し、評価するかを考慮するとよい。有用な取組みの一つは、計画プロ

セスでパフォーマンス指標を確立することである。 

 参考参考参考参考 パフォーマンス指標及び評価に関する手引は、4.3.3.3 及び 4.5.1、並びに JIS Q 14031 を参照。 

 

 
 
 
 

4.3.4.3.4.3.4.3.１１１１    環境側環境側環境側環境側面面面面    

4.3.1.14.3.1.14.3.1.14.3.1.1    概要概要概要概要    

    効果的な環境マネジメントシステムは、組織が環境とどのように関係し合うかを理解することから始まる（4.3.1.24.3.1.24.3.1.24.3.1.2 参

照）。環境と相互に関係し得る組織の活動、製品及びサービスの要素を環境側面と呼ぶ。放出、材料の消費又は再利用、

若しくは騒音の発生は、環境側面の例である。環境マネジメントシステムを実施する組織は、組織が管理できる環境側面

及び組織が影響を及ぼすことができる環境側面を特定するとよい（4.3.1.34.3.1.34.3.1.34.3.1.3 参照）。有害か有益かを問わず、全体的に又

は部分的に環境側面から生じる環境の変化は、環境影響と呼ぼれる。大気汚染、天然資源の枯渇などは有害な影響の例で

ある。 

水質又は土壌の質の改善は有益な影響の例である。環境側面とそれに伴う環境影響との関係は、一種の因果関係である。

組織は、環境に著しい影響を与えるか又は与える可能性がある側面（すなわち著しい環境側面）を理解するとよい 

（4.3.1.44.3.1.44.3.1.44.3.1.4 参照）。 

組織は、多くの環境側面及びそれに伴う影響を与える可能性があるので著しいとみなすものを決定するための基準及び

方法を確立しておくとよい（4.3.1.54.3.1.54.3.1.54.3.1.5 参照）。基準を確立するときは、環境特性、適用可能な法的要求事項及び組織が同

意するその他の要求事項に関する情報、利害関係者（内部及び外部）の関心事など、幾つかの要因を考慮するとよい。 

このような基準の中には、組織の環境側面に直接適用できるものもあれば、それに伴う環境影響に適用できるものもある。 

著しい環境側面及びそれに伴う影響を特定することは、どこで管理又は改善が必要になるかを決定し、管理運営上の 

行動の優先順位を設定するために必要である（4.3.1.54.3.1.54.3.1.54.3.1.5 参照）。組織の方針、目的及び目標、教育訓練、コミュニケーシ

ョン、運用管理及び監視の実施計画は、適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項、並びに利害関係

者の見解も考慮に入れる必要があろうが、まず第一にその著しい環境側面についての知識に基づくとよい。著しい環境側

面の特定は、環境との関係について組織の理解を深め、環境マネジメントシステムの強化を通じた環境パフォーマンスの 

継統的改善に役立つ継続プロセスである。 

環境側面及び環境影響を特定し、その著しさを決定するためのアプローチは、すべての組織に適するものがただ一つ 

あるというわけではないが、次の手引では、環境マネジメントシステムの実施又は改善を行う組織にとってかぎ（鍵）と

なる概念を説明する。各組織は、その適用範囲、性質及び規模にふさわしく、かつ、詳細さ、複雑さ、時間、コスト及び

確実なデータの利用可能性に関して組織のニーズを満たすアプローチを選択するとよい。選択したアプローチに当てはま

る手順を用いれば、一貫性のある結果を得ることを可能にする。 

 更に詳しい手引及び追加的な例は、次の項目及び表表表表 AAAA．．．．1111 に含まれている。 

 

４４４４.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2 活動活動活動活動、、、、製品及製品及製品及製品及びサービスのびサービスのびサービスのびサービスの理解理解理解理解    

 ほとんどすべての活動、製品及びサービスは、環境に対し何らかの影響を与えている。 

これらの影響は、活勣、製品又はサービスのライフサイクル（例えば、原材料の入手、運搬から、使用及び廃棄まで）

の個々のあるいはすべての段階において起こるかもしれない。それらの影響は、地方的、地域的又はグローバルであり、

また短期的であったり長期的であったりし、その著しさのレベルも様々である。組織は、環境マネジメントシステムの適

用範囲内の活動、製品及びサービスを理解するとよく、環境側面の特定及び評価のために、それらをグループ分けしてお

くと役立つかもしれない。 

活動、製品及びサービスのグループ分け又はカテゴリー分けは、共通の又は類似の環境側面を特定するときに役立つ。グ

ループ分け又はカテゴリー分けは、共通の特性に基づくことができよう。共通の特性としては、例えば、組織単位、地理

的場所、作業の流れ、製品グループに用いる材料又はエネルギー、影響を受ける環境媒体（大気、水、土壌など）などが

考えられる。カテゴリーの大きさは、意味ある検討ができる程度に大きく、それでいて明確に理解できる程度に小さくし

ておくことが有用である。 

  参考 活動、製品及びサービスのカテゴリーの例については、JIS Q 14031JIS Q 14031JIS Q 14031JIS Q 14031 を参照。 

 

4.3.1.34.3.1.34.3.1.34.3.1.3    環境側面環境側面環境側面環境側面のののの特定特定特定特定    

 組織は、その過去、現在及び計画された活動、製品及びサービスに伴う、環境マネジメントシステムの適用範囲内にあ

る環境側面を特定するとよい。いずれの場合も、組織は、通常の操業状況、立ち上げ及び停止、並びにメンテナンスを含

む非通常の操業状況、並びに緊急事態及び事故について考慮するとよい。組織が直接管理できる環境側面のほかに、組織

は、例えば組織が利用する製品及びサービスにかかわるもの、並びに組織が提供する製品及びサービスに関係するものな

ど、組織が影響を及ぼすことができる側面についても考慮するとよい。活動、製品又はサービスに伴う環境側面に対する



影響力を評価する場合、組織は、法的又は契約権限、組織の方針、地方又は地域の問題、並びに利害関係者に対する義務

及び責任を考慮するとよい。組織は、さらに、有害物質を含む製品の購入など、組織自身の環境 

パフォーマンスヘの影響も考慮するとよい。このような考慮が行われる状況の例として、請負者又は 

二次請負者の実施する活勤、製品及びサービスの設計、供給され使用される材料、物品又はサービス、市場に供給される

製品の輸送、使用、再利用、リサイクルなどが含まれる。 

環境側面を特定し、理解するために、組織は、材料又はエネルギーの入出力、使用するプロセス及び 

技術、施設及び場所、輸送方法、人的要素（例えば、視力又は聴力の低下）などの、その活勤、製品及びサービスの特性に

関する定量的及び／又は定性的データを収集するとよい。さらに、次の事項に関する 

情報を集めておくと役立つ。 

a）組織の活勣、製品及びサービスの要素と環境への潜在又は顕在化した変化との間の因果関係 

b）利害関係者の環境上の関心事 

c）政府の規制及び認可において、他の規格において、又は業界団体、学術機関などによって特定されている 

潜在的な環境側面 

環境側面を特定するプロセスには、組織の活動、製品及びサービスを熟知した個人の参加が有益である。 

環境側面を特定するためのアプローチは一つだけではないが、選択したアプローチにおいて、例えば、次の事項を考慮

することができる。 

一 大気への放出 

一 水への排出 

一 土地への排出 

一 原材料及び天然資源の使用（例えば、土地使用、水の使用） 

一 地方／地域社会の環境問題 

一 エネルギーの使用 

一 放出エネルギー（例えば、熱、放射、振動） 

一 廃棄物及び副産物 

一 物理的属性（例えば、大きさ、形、色、外観） 

 

したがって、組織の活動、製品及びサービスに関係する環境側面について、次の事項を考慮するとよい。 

一 設計及び開発 

一 製造プロセス 

一 包装及び輸送 

一 請負者及び供給者の、環境パフォーマンス及び業務慣行 

一 廃棄物管理 

一 原材料及び天然資源の採取及び運搬 

一 流通、使用及び使用後の処理 

一 野生生物及び生物多様性 

  参考 製品設計の環境側面に関する手引については、TR Q 0007TR Q 0007TR Q 0007TR Q 0007 を参照。 

 

4.3.1.44.3.1.44.3.1.44.3.1.4    環境影響環境影響環境影響環境影響のののの理解理解理解理解    

 環境側面を特定し、その著しさを決定する場合、組織の環境影響を理解する必要がある。利用できるアプローチは多数

ある。組織は、その必要性に合致したアプローチを選択するとよい。    

組織の環境側面に伴う環境影響の種類に関して、組織によってはすぐに入手できる情報で十分であるかもしれない。 

他の組織においては、特性要因図、入出力若しくはマス／エネルギーバランスを示すフローチャート、又は環境影響アセ

スメント若しくはライフサイクルアセスメントのような別のアプローチを選択することもある。 

参考 ライフサイクルアセスメントの手引については、JIS Q 14040JIS Q 14040JIS Q 14040JIS Q 14040、、、、    JIS Q 14041JIS Q 14041JIS Q 14041JIS Q 14041、、、、JIS Q 14042JIS Q 14042JIS Q 14042JIS Q 14042    

及び IS0 14043IS0 14043IS0 14043IS0 14043 を参照。 

 選択したアプローチは、次の事項を認識できるとよい。 

a）好ましい（有益な）環境影響及び好ましくない（有害な）環境影響 

b）顕在化した環境影響及び潜在的な環境影響 

c）大気、水、土壌、植物、動物、文化遺産など、影響を受けるであろう環境の部分 

d）地方の気象条件、地下水の水位、土壌の種類など、影響を及ぼすであろう場所の特性 

e）環境への変化の性質（例えば、地球規模の間題か局所的な問題か、影響が発生するまでの時間の長さ、 

時間の経過とともに影響がその強さを蓄積する可能性など） 

 

4.3.1.54.3.1.54.3.1.54.3.1.5    著著著著しいしいしいしい影響側面影響側面影響側面影響側面のののの決定決定決定決定    

 著しさは相対的な概念であり、絶対的な基準で定めることができない。ある組織にとって著しくても、別の組織にとっ

ては著しくないかもしれない。著しさの評価には、技術的な分析と組織による判断の両方を使うことが必要になる。 

基準を使用すれば、組織がどの環境側面及びそれに伴う環境影響を著しいとみなすかを確定しやすくなる。このような 



基準を確立し、適用すれば、著しさの評価に一貫性及び再現性が得られることになる。 

著しさの基準を確立する場合、組織は、次の事項を考慮するとよい。 

a）環境基準（影響の規模、深刻度及び継続時間、又は環境側面の種類、規模及び頻度など） 

b）適用可能な法的要求事項（許可又は規制などによる排出及び放出の制限など） 

c）内部及び外部利害関係者の関心事 

（組織の価値、対外的イメージ、騒音、臭気又は景観上の劣化など） 

 

 著しさの基準は、組織の環境側面にも、それに伴う環境影響にも適用することができる。環境基準は、環境側面及び 

環境影響の両方に適用することができるが、多くの場合、環境影響に適用される。基準を適用する場合、組織は、各基準

に伴う著しさのレペル（又は値）を、例えば、発生の可能性（確率／頻度）とその結果（深刻度／強度）との組合せに 

基づいて設定することもできる。著しさを定める場合、何らかの尺度又は順位を用いると分かりやすい。例えば、数値

によって定量的に指定するか、高い、普通、低い、無視してよい、などのようなレベルによって定性的に定めることもで

きる。 

組織は、一つの環境側面及びそれに伴う環境影響の著しさを評価することを選択してもよいし、幾つかの基準に基づく

結果を組み合わせることが有用であると見出すかもしれない。 

組織は、どの環境側面が著しいかを、例えば、しきい（閥）値を用いて決定するとよい。 

計画を促進するために、組織は、特定した環境側面及び著しいとみなした環境側面に関する情報を適切に維持すると 

よい。組織は、運用管理の必要性を理解し運用管理を決定するために、この情報を用いるとよい。特定した影響に関する

情報を適宜含めるとよい。情報が最新であることを確実にするために、情報は、定期的に及び状況が変化したときに、 

レビューし、更新するとよい。そのためにも、環境側面に関する情報を、リスト、登録簿、データベース又はその他の 

形式で維持することが助けとなる。 

  参考参考参考参考 著しい環境側面の決定は、環境影響評価を要求してはいない。 

 

実践実践実践実践のののの手引手引手引手引－－－－環境側面及環境側面及環境側面及環境側面及びびびび環境影響環境影響環境影響環境影響をををを決決決決めるめるめるめる場合場合場合場合のののの利用可能利用可能利用可能利用可能なななな情報源情報源情報源情報源    

利用可能な情報源には、次の事項が含まれる。 

a）パンフレット、カタログ、年次報告書などの一般的な情報文書 

b）運用マニュアル、プロセスフローチャート又は品質及び製品計画書 

c）前回の監査の報告書、初期環境レビュー又はライフサイクルアセスメントのようなアセスメン又はレビュー 

の報告書 

d）品質、労働安全衛生などの他のマネジメントシステムからの情報 

e）技術データ報告書、発表済みの分析結果若しくは研究書、又は有害物質のリスト 

f）適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項 

g）行動規範、国内及び国際の方針書、指針及びプログラム 

h）購入データ 

i）製品仕様、製品開発データ。材料／化学品安全性データシート（M/CSDS）、又はエネルギー材料バランスデータ 

j）廃棄物リスト 

k）監視データ 

l）環境許可又はライセンス申請書 

m）利害関係者の見解、利害関係者からの要請、又は利害関係者との合意 

n）緊急事態及び事故の報告書 

 

 

4.3.24.3.24.3.24.3.2    法的及法的及法的及法的及びそのびそのびそのびその他他他他のののの要求事項要求事項要求事項要求事項    

一般的一般的一般的一般的なななな手引手引手引手引－－－－法的及法的及法的及法的及びそのびそのびそのびその他他他他のののの要求事項要求事項要求事項要求事項    

組織は、環境側面及び自らの活勣、製品及びサービスに適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項

を特定しかつ参照する手順を、確立し、実施し、維持するとよい。そのような手順の目的は、様々な要求事項を認識し、

組織の活動、製品及びサービスの環境側面に要求事項がどのように適用されるかを組織が決定できるようにするごとにあ

る。 

組織は、適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項に関する適切な情報を、組織で働く又は組織の

ために働くすべての人に確実に周知するとよい。組織のそのような要求事項の順守に対してその責任が関係し、またその

行動が影響する可能性のあるような人々、例えば請負者又は供給者を含む。 

 組織は、順守を維持するために適切な行動がとれるように、新しい要求事項又は要求事項の変化を予測し、それに対応

するためのプロセスを設けておくとよい。組織は、さらに、適用可能な法的要求 

事項及び組織が同意するその他の要求事項がいかに新たな又は変更された活動、製品及びサービスに適用され影響するか

を考慮するとよい。 

 適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項に関する情報を特定し、その情報を最新のものに維持す

るためには、種々の情報源を利用することができる。 



そのような情報源には、あらゆるレベルの政府機関、業界団体又は取引グループ、商業データベース及び出版物、専門

のアドバイザー及びサービスなどがある。 

 

 

4.3.2.14.3.2.14.3.2.14.3.2.1    法的要求事項法的要求事項法的要求事項法的要求事項    

 法的要求事項とは、組織の環境側面に関係する広い意昧での要求事項又は認可を指し、政府機関（国際機関、国内機関、

地域機関、地方機関）によって発行され、法的強制力をもつ。 

 法的要求事項は、次のような様々な形態をとる。 

a）成文法及び規則を含む法令 

b）行政命令及び指令 

c）許可、ライセンス又はその他の形式の認可 

d）監督官庁の出す命令 

e）裁判所の判決又は行政委員会等による審判 

f）慣習法又は固有法 

g）条約、協定及び議定書 

 法的要求事項の追跡を容易にするために、組織は、適用可能な法的要求事項の最新の登録簿又は一覧表を維持しておけば、

役立つであろう。 

 組織は、さらに、既存の法的要求事項を順守する以上のことを考慮するとよいだろう。名声が高まり、競争上優位に立

ち、新たな法的要求事項=を先取りし、環境パフォーマンスが改善され、並びに一般の人々及び当局との関係が改善され

ることによって、コスト上昇の可能性を相殺することができる。 

  参考参考参考参考 法的要求事項の順守評価に関する手引については、4.5.24.5.24.5.24.5.2 を参照。 

 

4.3.2.24.3.2.24.3.2.24.3.2.2    そのそのそのその他他他他のののの要求事項要求事項要求事項要求事項    

 状況及びニーズによっては、組織は活動、製品及びサーピスの環境側面に適用する法的要求事項以外の要求事項に、 

自主的に同意することがある｡そのような環境上の要求事項には、適宜次の事項を含めることができる。 

a）公的機関との合意 

b）顧客との合意 

c）規制以外の指針 

d）自発的な原則又は行動規範 

e）自発的な環境ラベル又はプロダクトスチュワードシップに関するコミットメント 

f）業界団体の要求事項 

g）地域社会グループ又はＮＧＯとの合意 

h）組織又は親組織の公表されたコミットメント 

i）法人組織／会社の要求事項 

 このようなコミットメント又は合意は、環境問題以外にも様々な問題に取り組んでいることがある。 

環境マネジメントシステムがこうしたコミットメント又は合意に取り組む必要があるのは、それが組織の環境側面に 

関係する範囲に限られる。 

 組織は、自らが同意する要求事項を特定し、追跡するとよい。これを容易にするためには、組織は次のようにすること

ができる。 

－ 環境方針の中で、その他の要求事項を特定する。 

－ その他の要求事項の最新のものをリスト、登録簿、データペース又はその他の形式にまとめておく。 

 

 適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項と合わせて、内部パフォーマンス基準に関する情報があれ

ば、組織はその目的及び目標を立てやすくなる｡法的要求事項及びその他の要求事項が、存在しないか又は組織のニーズを

満たすには十分でない場合、組織はそのニーズを満たすように内部パフォーマンス基準を確立し、実施すればよい。内部パ

フォ－マンス基準の例には、施設で使用又は運用管理することができる燃料又は有害物質の種類及び量に関する制限、順守

すべき法的要求事項を超えた大気排出制限などを含むことができる。 

実践実践実践実践のののの手引手引手引手引－－－－順守順守順守順守へのコミットメントへのコミットメントへのコミットメントへのコミットメント    

 適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項の順守は、環境マネジメントシステムのコミットメント

の核心である。このコミットメントは、環境マネジメントシステム計画プロセスに反映させ、環境マネジメントシステム

によって実施するとよい。トップマネジメントは、その有効性を確実にするために、順守に関係する構成要素を含めて、

定期的に環境マネジメントシステムの妥当性をレビューするとよい。使宜上、環境マネジメントシステムの順守に関係す

る主要な構成要素を、次のリストにまとめる。組織は、次のような目的で、プロセスを確立し、実施し、維持し、妥当な

資源を提供するとよい。 

a）適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項の順守へのコミットメントを含む方針を確立する

（4.24.24.24.2 参照）。 

b）適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を特定し、入手し、理解する。（4.3.24.3.24.3.24.3.2 参照）。 



c）順守の必要性を考慮した目的及び目標を設定する（4.3.34.3.34.3.34.3.3 参照）。 

d）次の事項を実施することによって、順守に関係する目的及び目標を達成する。 

一 順守に関係する目的及び目標を達成するための、役割、責任、手順、于段及び日程を特定した 

実施計画（4.3.3.24.3.3.24.3.3.24.3.3.2 参照）。 

一 順守のコミットメント並びに順守に関係する目的及び目標を実施するための運用管理 

（必要に応じて手順を含む。 4.4.64.4.64.4.64.4.6 参照）。 

e）組織で働く又は組織のために働く自らの仕事が著しい環境側面に関連するすべての人が、適用可能な法的要求事項 

及び組織が同意するその他の要求事項、その要求事項に適用される関係する手順、並びに適用可能な法的要求事項

を満たすことを怠った場合の結果に関して、適切な教育訓練を確実に受けているようにする（4.4.24.4.24.4.24.4.2 参照）。 

f）適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項の順守についで定期的に評価を行う（4.5.24.5.24.5.24.5.2 参照）。 

g）順守していない又は適合していないすべての事実（予測可能な起こり得る順守していこない又は適合していない事

実を含めて）を特定し、及び是正処置を特定し、実施し、追跡するために速やかな処置をとる（4.5.34.5.34.5.34.5.3 参照）。 

h）適用可能な法的要求事項及び組識が同意するその他の要求事項の順守の記録を維持し、管理する（4.5.44.5.44.5.44.5.4 参照）。 

i）環境マネジメントシステムの定期的な監査を行うとき、順守に関係する事項に対応する（4.5.54.5.54.5.54.5.5 参照）。 

j）マネジメントレビューを行うとき、適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項の変更を考慮する

（4.6.1 参照）。 

 順守へのコミットメントは、適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項の順守を達成し、維持する

ために、組織が体系的な取組みを採用するという期待を反映している。 

 

 

4.3.34.3.34.3.34.3.3    目的目的目的目的、、、、目標及目標及目標及目標及びびびび実施針画実施針画実施針画実施針画    

一般的一般的一般的一般的なななな手引手引手引手引－－－－目的目的目的目的、、、、目標及目標及目標及目標及びびびび実施計面実施計面実施計面実施計面 

計画プロセスで、組織は、環境方針に盛り込まれたコミットメントを満たし組織のその他のねらいを達成するために、

目的及び目標を設定する。目的を設定し及びレビューし、並びにそれらを達成するための実施計画を遂行するプロセスは、

組織が、他の分野の環境パフォーマンスレベルを維持しながらある分野での環境パフォーマンスを改善するための体系的

な基礎となる。マネジメントパフォーマンスと運用パフォーマンスはともに、目的の設定を通じて対処するごとができる。 

 

 

4.3.3.14.3.3.14.3.3.14.3.3.1    目的及目的及目的及目的及びびびび目標目標目標目標のののの設定設定設定設定    

目的及び目標を設定するとき、組織は次のような幾つかのインプットを考慮するとよい。 

a）環境方針の中の原則及びコミットメント 

b）組織の著しい環境側面（及びその決定に際して作成された情報） 

c）適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項 

d）目的を達成することの、その他の活動及びプロセスヘの効果 

e）利害関係者の見解 

f）技術的な選択肢及び実行可能性 

g）供給者及び請負者からの情報を含む、財務上、運用上及び組織上考慮する事項 

h）組織の一般へのイメージに対する可能な効果 

i）環境レビューからの所見 

j）組織のその他のねらい 

 

目的は、組織のトップレベルで、並びに環境方針コミットメント及び組織全体の目標を達成するための重要な活動が実施

される、トップレベル以外の階層及び部門で設定されるとよい。目的は、汚染の予防、適用可能な法的要求事項及び組織が

同意するその他の要求事項の順守、並びに継続的改善のコミットメントを含めて、環境方針に整合しているとよい。 

一つの目的は、特定のパフォーマンスレベルとして直接表現することもできれば、一般的な形で表現しておいて、更に

一つ又は複数の目標によって定義してもよい。目標を設定するときは、この目標は、関係する目的の達成を確実にするた

めに満たす必要のあるパフォーマンスレベルごとに測定可能であるとよい。目標は、実施計画で定められた期間を含む必

要があるかもしれない。 

 組織が設定する環境目的は、組織全体の経営管理上の目的の一部とみなすとよい。このような統合は、環境マネジメン

トシステムだけでなく、統合されている他のマネジメントシステムの価値も高めることができる。目的及び目標は、組織

全体に適用することもできれば、適用範囲を狭めて、特定のサイト又は個々の活働にも適用可能である。例えば、ある製

造装置では、全体としてのエネルギー低減の目的が、一部門のエネルギー節約活勤によって達成できることもある。しか

し、状況によっては、組織の全部門が何らかの形で組織全体の目的に寄与しなければならないことがある。また、組織の

それぞれ異なる部門が、同一の全体的目的を追求してはいるが、各部門の目的を達成するためにそれぞれ異なる活勣を実

施することが必要な場合もある。 

 目的を達成するために、組織は、異なる階層及び部門の寄与の在り方を明らかにし、組織の個々のメンバーに責任を自覚

させるとよい。 



 目的及び目標の達成状況を追跡するためにパフォーマンス指標を利用することができる（4.3.3.34.3.3.34.3.3.34.3.3.3 参照）。 

目的及び目標の文書類及びそのコミュニケーションは、組織の目的及び目標を達成する能力を改善する。目的及び関

連する目標についての情報は、その達成に責任を負う人に及び運用管理などの関係する機能を実行するためにそのよ

うな情報を必要とするその他の要員に提供するとよい。 

 

4.3.3.24.3.3.24.3.3.24.3.3.2    目的及目的及目的及目的及びびびび目標目標目標目標をををを達成達成達成達成するためのするためのするためのするための実施計画実施計画実施計画実施計画    

 計画プロセスの一部に、組織の環境目的及び目標を違成するための実施計画の作成を含めるとよい。 

実施計画では、環境目的及び目標を達成するために必要な役割、責任、プロセス、資源、期間、優先 

順位及び処置を取り扱うとよい。このような処置は、個々のプロセス、プロジェクト、製品、サービス、サイト又はサイト

内の施設を取り扱ってもよい。組織は、環境目的及び目標を達成するための実施計画を、組織の戦略計画プロセス内の他の

実施計画と統合してもよい。目的及び目標を達成するための実施計画は、組織が環境パフォーマンスを改善する助けとなる。

実施計画は、変化に対応できるものであるとよい。 

環境マネジメントシステムの適用範囲内のプロセス、活動、サービス及び製品で変更が生じたら、目的及び目標、並びに

それに伴う実施計画を必要に応じて改訂するとよい。 

 目的及び目標を達成するために、ある一つのプロセスに従うことが組織にとって有用かもしれない。つまり、方針コミッ

トメントごとに、そのコミットメントに対応する目的及び目標を特定し、各目的及び目標を達成するための一つ又は複数の

実施計画を策定し、各実施計画を実行するために特定のパフォーマンス指標及び活動を明確にする。 

特定の目的及び目標は、それらにパフォーマンス指標及び活動が確実に対応するように、時には再設定する必要もある。

このプロセスは、例えば方針が変更される場合又はマネジメントレビューの後に、適宜繰り返されることがある。表表表表 AAAA．．．．2222

に、このプロセスの各ステップの例を示す。 

 

 

4.3.3.34.3.3.34.3.3.34.3.3.3    パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス指標指標指標指標    

 組織は、測定可能な環境パフォーマンス指標を確立するとよい。このような指標は、客観的で、検証可能であり、かつ、

再現性があるとよい。指標は、組織の活動、製品及びサービスに対して適切であり、その環境方針に整合Ｌ、実用的で、

費用対効果が高く、技術的に実行可能なものであるとよい。 

このような指標を、目的及び目標の達成状況を追跡するために利用することができる。また、指標は、これ以外の目的

にも、例えば環境パフォーマンスの評価及び改善のためのプロセス全体の一部としても利用することができる。 

組織は、その著しい環境側面に対して適切な、環境上の、マネジメントパフォーマンス指標（ＭＰＩ）及び操業パフォ

ーマンス指標（ＯＰＩ）をともに使用することを考慮するとよい。 

組織の環境パフォーマンス指標は、継続的改善を見ていくための重要なツールである。 

  参考参考参考参考 環境パフォーマンス指標の選択及び使用についての更に詳しい手引については、JIS Q 14031 及び 
ISO/TR 14032 を参照。 

 

実践実践実践実践のののの手引手引手引手引－－－－パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス指標指標指標指標    

目的に対する進ちょく（捗）は、一般に次のような環境パフォーマンス指標を用いることによって 

測定することができる。 

a) 使用される原材料又はエネルギーの量 

b) 二酸化炭素（CO2）などの排出の量 

c) 完成品の量当たりの発生廃棄物 

d) 原材料及びエネルギーの使用効率 

e) 環境発生事象（例えば制限を超えた逸脱）の件数 

f) 環境事故（例えば計画外の放出）の件数 

g) 廃棄物のリサイクル率 

h) 包装材料のリサイクル率 

i) 製品の単位量当たりのサービス輸送距離 

j) 特定の汚染物質排出量、例えば、窒素酸化物（NOX）、二酸化硫黄（SO2）、一酸化炭素（CO）、 

揮発性有機化合物（VOCs）、鉛（Pb）、フロン類（CFCs） 

k)環境保護への投資 

l）起訴の件数 

m) 野生生物生息のために留保した土地面積 

 

 

 

 

 



4.44.44.44.4    実施及実施及実施及実施及びびびび運用運用運用運用    

一般的一般的一般的一般的なななな手引手引手引手引－－－－実施及実施及実施及実施及びびびび運用運用運用運用    

組織は、次の事項に必要な資源、能力、体制及び支援の仕組みを提供するとよい。 

a）その環境方針、目的及び目標を達成する。 

b）組織の変化する要求事項を満たす。 

e）環境マネジメントシステムにかかわる事項について利害関係者とコミュニケーションを行う。 

d）組織の環境パフォーマンスを改善するための環境マネジメントシステムの継続的運用及び継続的改善に備える。 

環境にかかわる事項を効果的に管理するために、環境マネジメントシステムは、既存のマネジメントシステムプロセス

と効果的に整合し統合されるように、設計又は改定されることができる。 

このような統合は、環境上の及びその他の組織上の目的並びに優先順位の間に対立がある場合に、組織がそれらの間の

バランスをとり、その対立を解決するための助けとなる。 

 統合によってメリットのあるマネジメントシステムの要素には、組織の方針、資源配分、運用管理及び文書類、情報 

及び支援システム、教育訓練及び開発、組織及び説明責任体制、報償及び評定システム、測定及び監視システム、内部 

監査プロセス、コミュニケーション及び報告などが含まれる。 

 

 
4.4.14.4.14.4.14.4.1    資源資源資源資源、、、、役割役割役割役割、、、、責任及責任及責任及責任及びびびび権限権限権限権限    

 組織の経営層は、環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、改善するために適切な資源を決定し、提供す

るとよい。こうした資源は、適切な時期に、効果的に提供するとよい。 

 環境マネジメントシステムの実施及び維持に必要な資源を特定するときは、次の事項を考慮するとよい。 

－ インフラストラクチャー 

－ 情報システム 

－ 教育訓練 

－ 技術 

－ 運用に特有の財務資源、人的資源及びその他の資源 

 資源配分では、組織の現在のニーズと今後のニーズをともに考慮するとよい｡資源を配分するに際して、組織は、環境 

又は関係する活動の利点及びコストを追跡調査する手順を開発してもよい。その中には、公害防止、廃棄物及び廃棄の 

コストなどの事項を含めることができる。 

 資源及びその配分は、その妥当性を確実にするために、定期的に、またマネジメントレビューに連動して、レビューす

るとよい。資源の妥当性について評価を行うとき、計画された変更及び／又は新規のプロジェクト又は運用を考慮すると

よい。 

実践実践実践実践のののの手引手引手引手引－－－－人的人的人的人的、、、、物的及物的及物的及物的及びびびび財務資源財務資源財務資源財務資源 

 中小企業（SME）の資源基盤及び組織体制には、環境マネジメントシステムの実施に際してある程度の限界もある。 

この制約を克服するために、中小企業は、次のような相手との共同戦略を考慮することができる。 

a）技術及び知識を共有するための大手の依頼者及び供給者 

b）共通の問題を定め、対処し、経験を共有し、技術開発を容易にし、施設を共同で利用し、外部資源に共同で取り組

むためのサプライチェーン又は地域基盤を同じくする他の中小企業 

c）教育訓練及び自覚の実施計画のための標準化機関、中小企業団体、商工会議所 

d）生産性向上及び革新支援のための、大学及び他の研究センター 

 

 

 環境マネジメントシステムの確立、実施及び維持が成功するかどうかは、トップマネジメントが責任及び権限をどのよ

うに定め、それを組織内にどのように割り当てるかに大きく依存する（実践実践実践実践のののの手引一体制及手引一体制及手引一体制及手引一体制及びびびび責任責任責任責任を参照)。 

トップマネジメントは、次の目的で、十分な権限、自覚、力量及び資源をもつ責任者又は職務を定めるとよい。 

a）適用可能な組織のすべての階層で、環境マネジメントシステムの確立、実施及び維持を確実にする。 

b）環境マネジメントシステムのパフォーマンス及びその改善の機会についてトップマネジメントに報告する。 

 

 管理責任者の責任には、環境マネジメントシステムに関する事項についての利害関係者との意見交換を含めてもよい。

管理責任者は、組織内で、これ以外にも様々な責任を負うことができる。小規模組織の場合、総責任者がこの機能を実施

してもよい。組織は、環境マネジメントに関係する作業を行う、組織で働く又は組織のために働く人の責任及び権限を定

め、それを周知するとよい。環境責任は、環境機能部門に限定ざれるとみないほうがよく、運用管理又は他のスタッフの

職務（例えば、購入、エンジニアリング、品質など）のような、組織の他の領域を含むことができる。トップマネジメン

トが提供する資源は、割り当てられた責任を果たすことができるようにするとよい。組織の体制に変更があったときは、

責任及び権限のレビューを行うとよい。 

 

 



実践実践実践実践のののの手引手引手引手引－－－－体制及体制及体制及体制及びびびび責任責任責任責任    

 環境マネジメントシステムの効果的な確立及び実施を確実にするためには、適切な責任を割り当てる必要がある。 

次の例は、環境責任を説明したものである。 

環境責任の例 その責任をもつ典型的な人（複数も可） 

全体的な方向を確立する 社長、最高経営責任者（CEO）、役員会 

環境方針を策定する 社長、最高経営責任者、適宜その他の者 

環境目的、目標及び実施計画を策定する 該当する管理者 

全体的な環境マネジメントシステムパフォーマンスを

監視する 

主任環境管理者 

適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の

要求事項の順守を確実にする 

すべての管理者 

継続的改善を促進する すべての管理者 

顧客の期待を特定する 販売及びマーケティングスタッフ 

供給者に関する要求事項を特定する 調達、購買担当 

会計手順を策定及び維持する 財務／会計管理者 

環境マネジメントシステム要求事項に適合する 組織で働く又は組織のために働くすべての人 

環境マネジメントシステム運用のレビュー トップマネジメント 

参考 企業と公共団体では組織の体制が異なるので、それぞれの作業プロセスに従って環境マネジメント責任を

定める必要がある。例えば、中小企業の場合、オーナーがこうした活動すべてに責任を負うことがある。 

 

4.4.24.4.24.4.24.4.2    力量力量力量力量、、、、教育訓練及教育訓練及教育訓練及教育訓練及びびびび自覚自覚自覚自覚    

 組織の環境価値を説明し、環境方針に盛り込まれたコミットメントを周知し、組織で働く又は組織のために働くすべて

の人が自らの責任又は説明責任である環境目的及び目標を達成することの重要性を受け入れるように奨励することによ

って、従業員の自覚及び動機づけを図るための重要な責任を、トップマネジメントは負っている。環境価値の共有という

意味で個々の人々のコミットメントがあってこそ、環境マネジメントシステムは書類上の作業から効果的なプロセスに転

換される。環境パフォーマンスの改善につながるような意見を出すように、組織で働く又は組織のために働く人に奨励す

るとよい。 

 組織は、組織で働く又は組織のために働くすべての人が、環境方針及び環境マネジメントシステムの要求事項に適合す

ることの重要性、環境マネジメントシステムにおける自らの役割及び責任、自らの作業活動のもつ顕在又は潜在の著しい

環境側面及びそれに伴う影響、パフォーマンス改善のメリット並びに適用可能な環境マネジメントシステム要求事項から

逸脱した際の結果について自覚することを確実にするとよい。 

  参考参考参考参考 1111 組織で働く又は組織のために働くすべての人には、従業員、請負者、適用可能な場合その他の関係当事者が

含まれる。 

 

 顕在又は潜在の著しい環境側面又はそれに伴う影響をもつ可能性のある活動を行う人は、環境マネジメントシステムの

要求事項を満たすように、その活動を行う力量があるとよい。環境側面の管理で最も重要な活動に対して、組織は、その

活動を行う個人の知識、理解、技能又は能力を特定するとよい。必要な能力を特定した上で、組織は、その活動を行う個

人が、必要な力量を確実に身につけるようにするとよい。 

  参考参考参考参考 2222 監査員の力量に関する手引については、4.5.54.5.54.5.54.5.5 を参照。 

  

力量の基礎になるのは、適切な教育、訓練、技能及び／又は経験である。採用時、教育訓練時、及び組織で働く又は組

織のために働く人の将来的な技能及び能力の開発において、力量に関する要求事項を考盧するとよい。力量を、請負者及

び、組織で働く又は組織のために働くその他の人を選定するときにも考慮するとよい。 

 組織は、活動ごとにそれを実施するために必要な力量と、その活動を実施する必要のある個人がもつ力量との違いを特

定し、評価するとよい。この違いは、その後の教育、訓練、技能開発などを追加することによって調整することができる。 

教育訓練実施計画は、環境マネジメントシステムで定める責任を反映し、受講者が既に身につけている、対象となる題材

についての知識及び理解を考慮に入れるとよい。環境マネジメントシステム関連の教育訓練実施計画には、次の事項を含め

ることができる。 

a）従業員教育訓練のニーズの特定 

b）定められた教育訓練のニーズに取り組むための教育訓練計画の設計・開発 

c）環境マネジメントシステム教育訓練要求事項との適合性の検証 

d）対象従業員グループの教育訓練 

e）どのような教育訓練を受けたかの文書類及び監視 

f）定められた教育訓練の必要性及び要求事項に照らした、受けた教育訓練の評価 



実践の手引－力量、教育訓練及び自覚実践の手引－力量、教育訓練及び自覚実践の手引－力量、教育訓練及び自覚実践の手引－力量、教育訓練及び自覚    

 組織が提供できる環境上の教育訓練の種類の例は、次のとおりである。 

 

教育・訓練の種類教育・訓練の種類教育・訓練の種類教育・訓練の種類    対象者対象者対象者対象者    目目目目        的的的的    

 

環境マネジメントの重要性の 

自覚を高めること 

上級管理者 

組織の環境方針に対するコミットメント及び連携を得るた

め。 

一般的な環境に対する自覚を 

高めること 

全従業員 

組織の環境方針、目的及び目標に対するコミットメントを得

て、個々に責任感衆をもたせるなめ。 

環境マネジメントシステム 

要求事項の教育訓練 

環境マネジメント 

システムの責任者 

例えば、要求事項を満たす方法、手順の実施などについ

て教えるため。 

技能の向上 環境責任をもつ従業員 

例えば、運転操作、研究開発、エンジニアリングなどの組

織の特定分野におけるパフォーマンスを改善するため。 

順守の教育訓練 

順守に影響する可能性

のある行動をする 

従業員 

規制上の教育訓練要求事項への順守を達成し、適用可

能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事

項の順守を改善するため。 

 

 

4.4.34.4.34.4.34.4.3    コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション    

一般的一般的一般的一般的なななな手引手引手引手引－－－－コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション    

組織は、自らのニーズ及び利害関係者のニーズに従って、その環境方針、パフォーマンス又はその他の情報を内部及び

外部に伝えるための手順を確立し、実施し、維持するとよい。利害関係者には、例えば、近隣の人々、非政府機関、顧客、

請負者、供給者、投資家、緊急サーピス、監督機関などを含めることができる。 

このようなコミュニケーションの目的及び利点には、次の事項が含まれる。 

a）環境パフォーマンスを改善するという組織のコミットメント及び努力、並びにその努力の結果を実証する。 

b）組織の環境方針、環境パフォーマンス及びその他の関連する成果に関する自覚を高め、対話を促進する。 

c）質問、関心事又はその他のインプットを受け取り、考慮し、対応する。 

d）環境パフォーマンスの継続的改善を促進する。 

 

 

4.4.3.14.4.3.14.4.3.14.4.3.1    内部内部内部内部コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション    

 組織内の階層間及び部門間のコミュニケーションは、環境マネジメントシステムの有効性にとって不可欠である。例え

ば、コミュニケーションは、問題解決、活動の調整、行動計画のフォローアップ、及び環境マネジメントシステムの更な

る発展にとって重要である。適切な情報を組織の従業員に提供することは、環境パフォーマンスを改善するように従業員

を動機づけ、組織の努力を受け入れさせることに役立つ。これによって、従業員が責任を果たし、組織がその環境目的及

び目標を達成することを助けることができる。組織は、組織のあらゆる階層からのフィードバック及び参画を奨励し、従

業員の提案及び関心事について受け付けかつ対応するプロセスをもつとよい。請負者、供給者など、組織のために働くそ

の他の人に情報を提供することが重要となることも多いだろう。 

環境マネジメントシステムの監視、監査及びマネジメントレビューの結果は、組織内の適切な人に伝えるとよい。内部

コミュニケーションの方法には、例えば、会議の議事録、掲示板へのはり出し、社内報、提案箱／提案制度、ウェブサイ

ト、電子メール、会議、合同委員会など、様々なものがある。 

 

4.4.3.24.4.3.24.4.3.24.4.3.2    外部外部外部外部コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション    

 外部の利害関係者とのコミュニケーションは、環境マネジメントにとって一つの重要かつ効果的なツールになることが

ある。先取り的な方法は、外部コミュニケーションの効果を高めることができる。 

それぞれの状況に適切なコミュニケーション計画を作成する場合、組織は、様々な取組みの潜在的コスト及び利点を考慮

するとよい。また、利害関係者に対して、サプライ・プロダクトチェーンに関するものも含む環境側面について外部コミュ

ニケーションを行うかどうかを考慮するとよい。 

 少なくとも、組織は、外部当事者からの関連するコミュニケーションを受け付け、文書化し、対応するための手順を確立

し、実施し、維持するとよい。また、外部コミュニケーションに対する手順を文書化すれば、組織にとって有用かもしれな



い。先取り的な考え方を基本とする外部コミュニケーションに関して組織がどのような決定を下すにしても、その決定事項

を記録するとよい。組織は、外部の利害関係者に影響又は懸念を与えかねない緊急事態及び事故の場合に、外部利害関係者

とコミュニケーションをとるためのプロセスを整えておくとよい。 

 組織の環境マネジメント活動を理解し、受け入れられやすくし、利害関係者との対話を促進するような外部コミュニケー

ション方法には、様々なものが利用できる。例えば、非公式の討議、組織の一般公開、フォーカスグループ、地域対話、地

域イベントヘの参加、ウェブサイト及び電子メール、新聞発表、広告、定期刊行のニュースレター、年次（又はその他の定

期的な）報告書、緊急用直通電話などがある。 

 

実践実践実践実践のののの手引手引手引手引－－－－内部及内部及内部及内部及びびびび外部外部外部外部コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション    

 コミュニケーションをとるべき情報の例には、次の事項を含む。 

a）組織の概要 

b）もしあれば、経営者の声明 

c）環境方針、目的及び目標 

d）環境マネジメントプロセス（従業員及び利害関係者の関与を含む） 

e）継続的改善及び汚染の予防に対する組織のコミットメント 

f）例えば、環境ラベル及び宣言によって伝えられる製品及びサービスの環境側面に関する情報 

g）推移の傾向を含めた組織の環境パフォーマンスに関する情報（例えば、廃棄物の低減、プロダクトスチュワード 

シップ、過去のパフォーマンス） 

h）法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項への組織の順守、並びに順守に反する事例に対応してとった 

是正処置 

i）用語集のような報告書の中の補足情報 

j）コスト節減又は環境プロジェクトヘの投資などの財務情報 

k）組織の環境パフォーマンスの改善を可能にする戦略 

l）環境上の出来事に関係する情報 

m）連絡先、ウェブサイトなどの、より詳しい情報源 

 

内部及び外部の環境コミュニケーションに関しては、次の事項を忘れないことが大切である。 

一 情報は、理解しやすく、適切に説明される。 

一 情報は、追跡可能である。 

一 組織は、そのパフォーマンスの正確な状況を提示する。 

一 可能であれば、情報は比較可能な形（例えば、同一の測定単位）で示す。 

 

 

4.4.3.34.4.3.34.4.3.34.4.3.3    コミュニケーションプロセスコミュニケーションプロセスコミュニケーションプロセスコミュニケーションプロセス    

 コミュニケーション実施計画を確立するとき、組織は、その性質及び規模、著しい環境側面、並びに利害関係者の性質

及びニーズを考慮に入れるとよい。 

 組織は、このプロセスにおいて次のステップを考慮するとよい。 

a）利害関係者からのものを含む情報を収集し、調査する。 

b）対象者（ターゲットオーディエンス）及び情報又は対話の必要性を決定する。 

c）対象者の興味に合った情報を選択する。 

d）対象者とコミュニケーションを図るべき情報を決定する。 

e）どの方法がコミュニケーションにとって適切であるかを決定する。 

f）コミュニケーションプロセスの有効性を評価し、定期的に判定する。 

 

4.4.44.4.44.4.44.4.4    文書類文書類文書類文書類    

 環境マネジメントシステムが理解され、効果的に運用されるように、組織は適切な文書類を作成し、維持するとよい。

そのような文書類の目的は、必要な情報を、適宜、従業員及びその他の利害関係者に提供することである。文書類は、既

存の情報システムに加え、それを改善して、組織の文化及びニーズを反映するように収集し、維持するとよい。文書類の

範囲は組織によって異なることがあるが、環境マネジメントシステムは文書として記述するとよい（実践実践実践実践のののの手引一文書類手引一文書類手引一文書類手引一文書類

を参照）。 

 組織は、環境マネジメントシステムの概要又は要約となり、また関連する文書類の所在を示すことができるように、情

報をマニュアルの形にまとめてもよい。そのような環境マネジメントシステムマニュアルの構成は、JIS Q 14001IS Q 14001IS Q 14001IS Q 14001 又

はその他のいかなる規格の章構成に従う必要はない。 

 主要なプロセス（すなわち、特定した著しい環境側面に関係するプロセス）の効果的な管理のために、組織は、各プロ

セスを実行するために規定されている方法を適切な細かさで記述する手順を策定するとよい｡組織がある手順を文書化し

ないと決定するなら、コミュニケーション又は教育訓練を図ることによって、その手順についての満たすべき要求事項を

該当する従業員に知らせる必要がある（4.4.24.4.24.4.24.4.2 参照）。 



 達成した結果又は実施した活動の証拠に関する情報を記載した記録は、組織の文書類の一部であるが、一般には異なる

マネジメントプロセスで管理される（4.5.44.5.44.5.44.5.4 参照）。 

 文書は、そこに含まれた情報を必要とする人にとって、有用で、読みやすく、たやすく理解でき、 

アクセスできるようになっていれば、どのような媒体（紙、電子媒体、写真、ポスター）で管理してもよい。電子媒体で

文書を維持すれば、更新、アクセス制御、使用者全員による文書の有効なバージョンの確実な利用などの容易さといった

利点がある。 

 環境マネジメントシステムのプロセスが他のマネジメントシステムのプロセスにそろえてあるなら、組織は、関連す

る環境上の文書類と他のマネジメントシステムの文書類を組み合わせることができる。 

実銭実銭実銭実銭のののの手引手引手引手引－－－－文書類文書類文書類文書類    

文書の例には、次が含まれる。 

a）方針、目的及び目標の声明 

b）環境マネジメントシステムの適用範囲の記述 

c）実施計画及び責任の記述 

d）著しい環境側面に関する情報 

e）手順 

f）プロセス情報 

g）組織図 

h）内部及び外部の標準 

i）サイトの緊急対応計画 

j）記録 

 

 

4.4.54.4.54.4.54.4.5    文書管理文書管理文書管理文書管理    

 次の事項を確実にするうえで、環境マネジメントシステム文書の管理は重要である。 

a）文書は適切な組織、部門、機能、活動、又は連絡先別に識別できる。 

b）文書（記録以外）は定期的にレビューされ、必要に応じて改訂され、発行の前に所定の責任者によって承認される。 

c）システムが効果的に機能するために不可欠な運用が行われているすべての場所で、関連文書の最新版が利用できる。 

d）廃止文書は、すべての発行部署及び使用部署から速やかに撤去される。状況によっては、例えば 

法的な理由及び／又は情報保存の目的で、無効となった文書を保持することもある。 

 文書は、次のようにして効果的に管理することができる。 

一 特定のタイトル、番号、日付、変更、改訂履歴及び責任者を記入した適切な文書様式を開発する。 

一 文書のレビュー及び承認を、十分な技術的能力及び組織での権限をもつ個人に割り当てる。 

一 効果的な文書配付システムを維持する。 

4.4.64.4.64.4.64.4.6    運用管理運用管理運用管理運用管理    

一般的一般的一般的一般的なななな手引手引手引手引－－－－運用管理運用管理運用管理運用管理    

 組織は、何らかの種類の運用管理を行って、環境方針コミットメントを満たし、その目的及び目標を達成し、適用可能

な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を順守し、著しい環境側面を管理する必要がある。効果的で効率的

な運用管理を計画するために、組織は、そのような管理が、どこで、どのような目的で必要になるかを明確にするとよい。

組織は、組織のニーズを満たす管理の種類及びレベルを設定するとよい。決められた運用管理は、その有効性を継続する

ために維持し、定期的に評価するとよい。 

 

4.4.6.14.4.6.14.4.6.14.4.6.1    運用管理運用管理運用管理運用管理にににに対対対対するニーズのするニーズのするニーズのするニーズの把握把握把握把握    

 組織は、次のために運用管理を利用することもある。 

a）特定した著しい環境側面を管理する。 

b）法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項への順守を確実にする。 

c）目的及び目標を達成し、汚染の予防及び継続的改善のコミットメントを含めて、環境方針との整合性を確実にする。 

d）環境リスクを回避し、又はできるだけ小さくする。 

 

運用管理に対するニーズを把握するときは、組織は、購買、販売、研究開発、設計及びエンジニアリングのような経営管理

機能に関係するもののような業務、製造、メンテナンス、試験分析、製品保管などの日常プロセスの運用、並びに製品及びサ

ービスの納品のような外部プロセスを含めた、組織の運用のすべてを考慮するとよい。 

組織はまた、環境側面を管理し、目的及び目標を達成し、並びに適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の

要求事項を順守するための組織の能力に請負者又は供給者がどのように影響を及ぼすかについても考慮するとよい。組織

は、文書化した手順、契約、供給者との合意のような必要とされる運用管理を確立し、それを適宜、請負者及び供給者に

伝えるとよい。 

- 

- 



 

4.4.6.24.4.6.24.4.6.24.4.6.2    運用管理運用管理運用管理運用管理のののの確立確立確立確立    

 運用管理の形態は、手順、作業指示書、物理的管理、訓練された人材の登用又はこれらの組合せなど、様々である｡ 

どの管理方法を選択するかは、運用を担当する人の技能及び経験、並びに運用自体の複雑さ及び環境に及ぼす著しさに 

依存する。 

運用管理を確立するための共通の取組みでは、次のことを行う。 

a）管理方法の選択 

b）許容される運用基準の選定 

c）必要に応じて、特定した業務をどのようにして計画し、実行し、管理するかを定めた手順の確立 

d）必要に応じて、例えば、指示書、標識、様式、ビデオ、写真などの形式による、手順の文書化 

 

手順、作業指示書及びその他の管理方式に加えて、運用管理には、測定及び評価のための、並びに運用基準を満たして

いるかどうかを決定するための規定を含めることがある。 

組織は、一貫性のある形で管理を実施する能力を高めるための手順を確立することを選択してもよい。運用管理は、 

組織の環境マネジメント実施計画の重大な構成要素となることもある（4.3.3.24.3.3.24.3.3.24.3.3.2 参照）。 

運用管理では、運用管理が計画どおり確実に実施されるように、管理部門にかかわる人々の教育訓練に留意するとよい。 

  参考参考参考参考 教育訓練の手引については、更に 4.4.24.4.24.4.24.4.2 を参照。 

 

運用管理が確立されたなら、組織は、その管理が継続して適用されているか、かつ、それが有効であるかどうかを監視し、

必要があれば是正処置を計画し、実施するとよい。 

実践実践実践実践のののの手引手引手引手引－－－－運用管理運用管理運用管理運用管理    

 運用管理及び手順を確立又は修正するときに、組織は、著しい環境側面に伴う様々な運用を考慮するとよい。 

このような運用の例には、次の事項が含まれる。 

a）所有物及び施設の、取得、建設又は変更 

b）契約 

c）顧客サービス 

d）原材料の取扱い及び保管 

e）マーケティング及び広告 

f）生産及びメンテナンスのプロセス 

g）購買 

h）研究、設計、開発上のエンジニアリング 

i）製品の保管 

j）輸送 

k）ユーティリティープロセス（例えば、エネルギー及び水の供給、リサイクル、廃棄物及び廃水管理） 

 

 

4.4.74.4.74.4.74.4.7    緊急事態緊急事態緊急事態緊急事態へのへのへのへの準備及準備及準備及準備及びびびび対応対応対応対応    

 組織は、有害な環境影響を及ぼすおそれのある潜在的な緊急事態及び潜在的な事故をいかに特定するか、並びにそうし

た事態が発生した場合にとる適切な緩和措置及び対応策をいかに特定するかを詳細に定めた手順を確立し、実施し、維持

するとよい。その手順及びそれに伴う管理では、適宜次の点を考慮するとよい。 

a）事故による大気中への放出 

b）事故による水及び土地への排出 

c）事故による放出が特定の環境及び生態系に与える影響 

手順には、非通常の操業条件の潜在的な結果、潜在的な緊急事態及び潜在的な事故を考慮に入れるとよい。 

実践実践実践実践のののの手引手引手引手引－－－－緊急事態緊急事態緊急事態緊急事態へのへのへのへの準備及準備及準備及準備及びびびび対応対応対応対応    

 組織独自の必要性に合致した緊急事態への準備及び対応の手順を確立することは、それぞれの組織の責任である。 

手順の策定に当たって、組織は、次の事項を考慮するとよい。 

a）現場ハザードの性質 

［例えば、可燃性液体、貯蔵タンク、圧縮ガス、漏えい（洩）又は事故による放出の際にとられるべき対策］ 

b）緊急事態又は事故の最も起こりやすい種類及び規模 

c）近接した施設（プラント、道路、鉄道など）で緊急事態又は事故が発生する潜在的な可能性 

d）事故又は緊急事態に対処する最適な方法 

e）環境上の被害を最小限に抑えるのに必要な処置 

f）緊急事態に対応する要員の教育訓練 

g）緊急時の体制及び責任 

h）避難ルート及び集合場所 

i）連絡の詳細（例えば、消防署、流出物の清掃サービス）を含めた、主要要員及び支援機関のリスト 



j）近隣組織からの相互支援の可能性 

k）内部及び外部コミュニケーション計画 

l）様々な種類の事故又は緊急事態に対してとるべき緩和及び対応処置 

m）是正処置及び予防処置を確立し実施するための事故後の評価プロセスのニーズ 

n）緊急事態対応手順の定期的なテストの実施 

o）各物質の環境への潜在的な影響を含む有害物質に関する情報、及び事故による排出に際しとられる措置 

p）有効性を高めるための教育訓練計画及びテストの実施 

q）是正処置及び予防処置を定めるための事故後の評価プロセス 

 

 

4.54.54.54.5    点検点検点検点検    

一般的一般的一般的一般的なななな手引手引手引手引－－－－点検点検点検点検    

点検は、組織の環境パフォーマンスの測定、監視及び評価を含む。予防処置は、問題が発生する前に潜在的な問題を 

特定し、予防するために利用するとよい。是正処置は、環境マネジメントシステムの問題を特定し、それを是正すること

から成る。 

環境マネジメントシステムにおいて不適合を特定し、是正又は予防処置をとるプロセスは、組織が環境マネジメント 

システムを意図したとおり運用し、維持するのを助ける。記録をとり、それを効果的に維持することは、組織に、環境マ

ネジメントシステムの運用及び結果に関して信頼できる情報源をもたらす。環境マネジメントシステムの定期的な監査

は、組織が、計画どおりにシステムが設計され、運用されているかを検証するのを助ける。こうしたツールはすべて、パ

フォーマンスの評価を支援する。 

 

 

4.5.14.5.14.5.14.5.1    監視及監視及監視及監視及びびびび測定測定測定測定    

 組織は、環境パフォーマンスを定期的に測定し、監視するための体系的な取組みを行うとよい。 

監視は、測定、観察などのようなある時間にわたる情報の収集である。測定は定量的なこともあり、定性的なこともあ

る。監視及び測定は、環境マネジメントシステムにおいて次に示すような様々な目的に役立つ。 

a）方針コミットメントの履行、目的及び目標の達成、並びに継続的改善に関して、進み具合を追跡する。 

b）著しい環境側面を特定するための情報を作成する。 

c）適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を満たすために排出及び放出を監視する。 

d）目的及び目標に合うように水、エネルギー又は原材料の消費量を監視する。 

e）運用管理を支援又は評価するためのデータを提供する。 

F）組織の環境パフォーマンスを評価するためのデータを提供する。 

g）環境マネジメントシステムのパフォーマンスを評価するためのデータを提供する。 

 

こうした目的を達成するために、組織は、何を測定するか、どこで、いつ測定するとよいか、どのような方法を用いる

とよいかを計画するとよい。最も重要な測定に資源を集約させるように、組織は、プロセス及び活勣についての、測定可

能で最も有用な情報を提供するかぎ（鍵）となる特性を特定するとよい。 

  参考参考参考参考 パフォーマンス指標の手引については、更に 4.3.3.34.3.3.34.3.3.34.3.3.3 を参照。 

 

測定は、監視及び測定機器の適切な校正又は検証、資格をもつ要員の起用、適当な品質管理手法の利用など、結果の妥

当性を保証するための適切なプロセスで管理された条件の下で実施するとよい。 

結果の妥当性を保証することが必要な場合には、測定機器に関し、定められた間隔で又は使用前に、国際又は国家計量

標準にトレース可能な計量標準に照らして校正又は検証するとよい。そのような標準が存在しない場合には、校正に用い

た根拠を記録するとよい。測定及び監視を実施する手順を文書化することによって、測定の一貫性を確保し、生成される

データの信頼性を高めることができる。 

測定及び監視の結果を、成功のケース及び修正又は改善を要する分野を特定するために分析し、使用するとよい。 

 

4.5.24.5.24.5.24.5.2    順守評価順守評価順守評価順守評価    

 組織は、順守に対するコミットメントの一環として、環境側面に適用可能な法的要求事項への順守を定期的に評価する

ための手順を確立し、実施し、維持するとよい。組織は、この評価の結果を記録するとよい。 

順守評価の適用範囲は、複数の法的要求事項のこともあれば、ただ一つの要求事項のこともある。 

順守評価には、次のようなプロセスを含む様々な方法を用いることができる。 

a）監査 

b）文書及び／又は記録のレビュー 

c）施設の検査 

d）面談 



e）プロジェクト又は作業のレビュー 

f）日常的なサンプル分析又はテスト結果、及び／又は検証のためのサンプリング／テスト 

g）施設の巡視及び／又は直接観察 

 

組織は、その規模、種類及び複雑さに合った順守評価の頻度及び方法を確立するとよい。頻度は、過去の順守のパフォ

ーマンス又は特定の法的要求事項のような要因に影響されることがある。定期的に、独立性のあるレビューを実施するこ

とも有用である。 

順守評価実施計画は、他の評価活動に統合することもできる。それらの評価活動には、マネジメントシステム監査、安

全衛生でのアセスメント、又は検査若しくは品質保証での点検を含むことがある。 

同様に、組織は自らが同意するその他の要求事項への順守を定期的に評価するとよい（その他の要求事項に関する手引

は、更に 4.3.2.24.3.2.24.3.2.24.3.2.2 を参照）。組織はこの評価を行うために個別のプロセスを確立してもよいし、法的要求事項への順守評

価（上記参照）、マネジメントレビューのプロセス（4.64.64.64.6 参照）又はその他の評価プロセスに組み込んでもよい。定期的

な評価の記録を維持するとよい。 

 

4.5.34.5.34.5.34.5.3    不適合並不適合並不適合並不適合並びにびにびにびに是正処置及是正処置及是正処置及是正処置及びびびび予防処置予防処置予防処置予防処置    

 環境マネジメントシステムを継続性のある仕組みに立って効果的に機能させるために、組織は、顕在及び潜在する不適

合を特定し、修正を施し、是正処置及び予防処置をとり、できれば問題の発生を事前に予防するための体系的な方法をも

つとよい。不適合とは、要求事項を満たしていないことである。 

要求事項は、マネジメントシステムに関係して、又は環境パフォーマンスに関連して規定されているかもしれない。 

意図したようにシステムの一部が機能しなかったり、又は環境パフォーマンス要求事項が満たされなかったりする状況が

生じるかもしれない。 

そのような状況の例には、次が含まれる。 

a）システムパフォーマンス 

 1）環境目的及び目標の確立における失敗 

 2）目的及び目標を達成するための、又は緊急事態への準備及び対応のための、責任など、環境マネジメント 

システムによって要求された責任を定めるうえでの失敗 

 3）法的要求事項の順守の定期的な評価における失敗 

b）環境パフォーマンス 

 1）エネルギー低減目標が達成されない。 

 2）メンテナンス要求事項が予定どおりに実施されない。 

 3）運用基準（許容限界など）を満たしていない。 

 

4.5.54.5.54.5.54.5.5 に記載する環境マネジメントシステムの内部監査プロセスは、定期的に不適合を特定する一つの方法である。 

不適合の特定は、また、該当する作業に最も近いところにいて、潜在する又は顕在した問題に気づくべき人の日常の責務

の一部にすることができる。 

不適合を特定したならば、システムの適切な部分に焦点を当てた是正処置がとれるように、原因究明のための調査を 

行うとよい。不適合に対処するための計画を策定する場合、組織は、問題に対処（緩和）するためにはどのような処置を

とる必要があるか、状況を是正（通常の運用を再開）するためにはどのような変更を加える必要があるか、問題の再発を

防止（原因を除去）するためには何をするとよいかについて考慮するとよい。そのような処置の性質及びタイミングは、

不適合及び環境影響の性質及び大きさに対して適切であるとよい。 

ある潜在する問題を特定したが、顕在化した不適合が存在しない場合は、類似の取組み方を用いて予防処置をとるとよい。 

潜在する問題は、顕在化した不適合に対する是正処置を類似の活動が発生している他の適用可能な領域に当てはめる方法、

傾向分析、HAZOP（hazard operability study）などの方法を用いれば、特定することができる。 

経営層は、これらの是正処置及び予防処置が実施されていること、並びにその有効性を確保するため体系的なフォロー

アップが行われていることを確実にするとよい。 

顕在及び潜在する不適合に対処するための、並びに是正処置及び予防処置をとるための手順を確立することは、この 

プロセスの整合性を確保することに役立つ。そのような手順では、是正処置及び予防処置の立案、並びにその実施におけ

る責任、権限及びとるべきステップを定めるとよい。実施した処置の結果、環境マネジメントシステムに変更が生じる 

場合、このプロセスでは、すべての関連文書類、教育訓練及び記録が確実に更新され、承認され、知る必要のある人全員

に変更が周知されるとよい。 

 

4.5.44.5.44.5.44.5.4    記録記録記録記録のののの管理管理管理管理    

 記録は、環境マネジメントシステムの実施中の運用及びその結果の証拠を提供ずる。記録のかぎ（鍵）となる特性は、

それが恒久的で、通常なら書き直されることがないということにある。 

組織は、環境上の事項を効果的に管理するためにどのような記録が必要になるかを決定するとよい。 

記録には、次の事項を含むとよい。 

a）適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項への順守に関する情報 



b）不適合並びに是正処置及び予防処置の詳細 

c）環境マネジメントシステム監査及びマネジメントレビューの結果 

d）製品の環境属性に関する情報（例えば、化学成分及び性質） 

e）目的／目標の達成度合いの証拠 

f）教育訓練への参加に関する情報 

g）許可、ライセンス又はその他の形式の法的認可 

h）検査及び校正活動の結果 

i）運用管理（メンテナンス、設計、製造）の結果 

 

これら記録の効果的な管理は、環境マネジメントシステムの実施の成功に不可欠である。 

環境記録管理のかぎ（鍵）となる特徴は、識別、収集、索引付け、ファイリング、保管、メンテナンス、検索、保管期間

などの手段にある。 

 

4.5.54.5.54.5.54.5.5    内部監査内部監査内部監査内部監査    

 組織の環境マネジメントシステムの内部監査は、システムが計画された取決めに適合しているか、適切に実施され維持

されているかを決定し、経営層にその情報を提供するために、あらかじめ定められた間隔で実施するとよい。内部監査は、

組織の環境マネジメントシステムで改善の機会を特定するために実施することもできる。 

組織は、監査の計画及び実施を方向付ける監査プログラムを策定し、プログラムの目的を満たすために必要な監査を特

定するとよい。プログラムは、環境側面及び潜在する環境影響に関する組織の運用の性質、以前の監査の結果、並びにそ

の他の関連要素に基づくとよい。監査プログラムが確実にすべての組織単位及び機能部門、システム要素並びに環境マネ

ジメントシステムの全適用範囲を定期的に監査している限り、それぞれの内部監査はシステム全体を網羅する必要はない。 

監査は、客観的かつ公平な監査員が、適宜組織内外から選定された技術専門家の助けを借りて計画し、実施するとよい。

監査員の全体としての力量は、特定の監査の目的及び適用範囲に合致し、安心してその結果に対し信頼できるほどに十分

なものであるとよい。 

環境マネジメントシステムの内部監査の結果は、報告書の形で提出することができ、特定の不適合を是正又は予防し、

監査プログラムの一つ又は複数の目的を満たし、マネジメントレビューの実施にあたってインプットを提供するために使

用することができる。 

  参考参考参考参考 環境マネジメントシステム監査に関する手引については、JIS Q 19011 IS Q 19011 IS Q 19011 IS Q 19011 を参照。 

 

4.64.64.64.6    マネジメントレビューマネジメントレビューマネジメントレビューマネジメントレビュー    

一般的一般的一般的一般的なななな手引手引手引手引－－－－マネジメントレビューマネジメントレビューマネジメントレビューマネジメントレビュー    

組織は、全体的な環境パフォーマンスを改善する目的をもって、環境マネジメントシステムを定期的にレビューし、 

継続的に改善するとよい。 

 

 

4.6.14.6.14.6.14.6.1    環境環境環境環境マネジメントシステムのレビューマネジメントシステムのレビューマネジメントシステムのレビューマネジメントシステムのレビュー    

 組織のトップマネジメントは、環境マネジメントシステムの継続的な適切性、妥当性及び有効性を評価するために、 

自らが決めた間隔で環境マネジメントシステムのレビューを行うとよい。 

このレビューは、環境マネジメントシステムの適用範囲内にある活動、製品及びサービスの環境側面を網羅するとよい。 

マネジメントレビューヘのインプットには、次の事項を含めるとよい。 

a）内部監査の結果、適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項の順守評価の結果 

b）苦情を含む外部の利害関係者からのコミュニケーション 

c）組織の環境パフォーマンス 

d）目的及び目標が達成されている程度 

e）是正処置及び予防処置の状況 

f）前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ 

g）変化している周囲の状況。これには次を含む。 

 1）組織の製品、活動及びサービスの変化 

 2）計画された又は新規の開発に関する環境側面の評価の結果 

 3）適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項の変化 

 4）利害関係者の見解 

 5）科学技術の進歩 

 6）緊急事態及び事故から学んだ教訓 

h）改善のための提案 

環境マネジメントシステムのレビューからのアウトプットには、次の事項に関する決定を含めてもよい。 

 － システムの適切性、妥当性及び有効性 

 － 物理的資源、人的資源及び財務資源の変化 



 － 環境方針、目的及び目標、並びに環境マネジメントシステムのその他の要素の可能な変更に 

関係する処置 

 

マネジメントレビューの記録には、会議の議題、出席者リスト、発表資料若しくは配布資料のコピー、及びファイルす

るメモ、議事録又はトラッキングシステムに記録された経営層の決定が含まれる。 

各組織は、マネジメントレビューに参加する人を自ら決定することができる。通常、マネジメントレビューに参加する

のは、環境スタッフ（情報を集め、提供する人）、主要な組織単位の管理者（例えば、著しい環境側面を含む運用を行っ

ている人、又は教育訓練、記録などのような環境マネジメントシステムの主要な要素の責任者）及びトップの管理者（環

境マネジメントシステムのパフォーマンスを評価し、改善の優先順位を明らかにし、資源を提供し、フォローアップが効

果的であることを確実にする人）である 

 

4.6.24.6.24.6.24.6.2    継続的改善継続的改善継続的改善継続的改善 

一般的一般的一般的一般的なななな手引手引手引手引－－－－継続的改善継続的改善継続的改善継続的改善 

 継続的改善は、効果的な環境マネジメントシステムのかぎ（鍵）となる属性である。 

 継続的改善は、環境目的及び目標を達成し、環境マネジメントシステム全体又はそのいずれかの構成要素を向上させる

ことによって成し遂げられる。 

 

 

4.6.2.14.6.2.14.6.2.14.6.2.1    改善改善改善改善のののの機会機会機会機会    

    組織は、改善の機会を特定するために、その環境パフォーマンス及び環境マネジメントシステムプロセスごとのパフォ

ーマンスを継続的に評価するとよい。この評価に、トップマネジメントは、マネジメントレビューのプロセスを通じて直

接に参画するとよい。 

環境マネジメントシステムの欠陥（顕在又は潜在する不適合を含む）の特定は、重要な改善の機会を提供することにも

なる。このような改善を実現するために、組織は、どのような欠陥が存在するかを知ることだけではなく、それがなぜ存

在するかを理解するとよい。これは、環境マネジメントシステムの欠陥の根本原因を分析することによって達成すること

ができる。 

継続的改善に役立つ情報源には、次の事項が含まれる。 

a）是正処置及び予防処置で得られた経験 

b）最高の実践を基準にした外部のベンチマーキング 

c）適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項に対する予定されている、又は提案されている変更 

d）環境マネジメントシステム監査及び順法性監査の結果 

e）かぎ（鍵）となる運用の特性の監視結果 

f）目的及び目標の達成に向けた進ちょく（捗）結果 

g）従業員、顧客及び供給者を含む利害関係者の見解 

 

4.6.2.24.6.2.24.6.2.24.6.2.2    継続的改善継続的改善継続的改善継続的改善のののの実施実施実施実施    

    改善の機会を特定したら、どのような処置をとればよいかを決定するために評価するとよい。改善の

ための処置を計画し、その計画に従って環境マネジメントシステムの変更を実施するとよい。改善は、

すべての領域で同時に実施する必要はない。 

実践実践実践実践のののの手引手引手引手引－－－－改善改善改善改善のののの例例例例    

改善は、環境目的及び目標を設定し、レビューするプロセスの中で実施しても、又はそれ以外で実施してもよい。 

改善の例には、次のようなものがある。 

a）より有害でない材料の使用を促進するために、新しい材料を評価するためのプロセスを確立する。 

b）順守すべき新しい要求事項をよりタイムリーな方法で特定することができるように、適用可能な 

法的要求事項を特定するための組織のもつプロセスを改善する。 

c）組織による廃棄物の発生を低減するために、材料及び取扱いに関する従業員の教育訓練を改善する。 

d）水を再利用できるように、廃水処理プロセスを導入する。 

e）印刷室で両面印刷を行うために、印刷装置のデフォルト設定に変更を実施する。 

f）輸送会社による化石燃料の消費を少なくするために、配送ルートを再設計する。 

g）ボイラ運転で燃料の代替を実施するために、及び粒子状の排出物を低減するために、 

目的及び目標を設定する。 

 

 

 


